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決算審査特別委員会会議録  

〔平成 21年第 3回定例夕張市議会付託〕 

平成 21年 9月 25日(金曜日) 

午前 10時 30分開議 

――――――――――――――――――――――― 

◎付託案件 

  (1) 認定第１号 平成20年度夕張市一般会計歳

入歳出決算の認定について 

  (2) 認定第２号 平成20年度夕張市国民健康保          

険事業会計歳入歳出決算の認定について 

  (3) 認定第３号 平成20年度夕張市市場事業会          

計歳入歳出決算の認定について 

  (4) 認定第４号 平成20年度夕張市老人保健医

療事業会計歳入歳出決算の認定について 

  (5) 認定第５号 平成20年度夕張市公共下水道          

事業会計歳入歳出決算の認定について 

  (6) 認定第６号 平成20年度夕張市介護保険事

業会計歳入歳出決算の認定について 

  (7) 認定第７号 平成20年度夕張市診療所事業

会計歳入歳出決算の認定について 

  (8) 認定第８号 平成20年度夕張市後期高齢者

医療事業会計歳入歳出決算の認定について 

  (9) 認定第９号 平成20年度夕張市水道事業会

計決算の認定について 

――――――――――――――――――――――― 

◎出席委員（7名） 

 高 間 澄 子 君 

 伝 里 雅 之 君 

 島 田 達 彦 君 

 角 田 浩 晃 君 

 正 木 邦 明 君 

 高 橋 一 太 君 

 加 藤 喜 和 君 

――――――――――――――――――――――― 

◎欠席委員（なし） 

――――――――――――――――――――――― 

◎出席参与 

 市長、副市長、新山・松倉両監査委員、教育委員

長、教育長、理事のほか、関係の課長等 

――――――――――――――――――――――― 

午前１０時３０分 開議 

●角田委員長  ただいまから決算審査特別委員会

を開催いたします。 

――――――――――――――――――――――― 

●角田委員長  本日の出席委員は 7名、全員であ

ります。 

 ほかに議長が出席されております。 

 次に参与の出席でありますが、市長、副市長、新

山・松倉両監査委員、教育委員長、教育長、消防長、

理事のほか、関係の課長等であります。 

――――――――――――――――――――――― 

●角田委員長  次に、第 3回定例市議会において

本委員会に付託されました、認定第 1 号ないし第 9

号の 9案件であります。この審査の進め方について

でありますが、初めに理事者から決算の概要につい

て説明を聴取し、次に理事者の説明に対する質問並

びに大綱的な質疑を行い、次に一般会計の歳出より

款ごとに各会計決算書、証書類と順次審査を行い、

最後に審査結果の取りまとめと採決を行いたいと存

じますが、そのように取り進めてよろしいですか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 特に異議もないようでありますから、そのように

取り進めてまいります。 

――――――――――――――――――――――― 

●角田委員長  それでは、理事者の説明を求めま

す。 

地域再生推進室長。 

●石原地域再生推進室長  平成 20 年度夕張市各

会計の決算につきまして、19年度と同様に新たな状

況変化に対忚しまして真にやむを得ない必要な事業

を実施するため、議会の議決、総務大臣の同意を得

て変更を行いながら計画の着実な実行と現状での必

要な行政サービスを維持してきたところでございま

す。 

それでは、平成 20年度夕張市各会計の決算につき

まして、お配りしております決算報告書によりご説
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明申し上げます。 

 まず、予算編成から決算に至るまでの経過の概要

につきまして、2ページをお開き願います。   

平成 19年 3月 6日、総務大臣より同意された財政

再建計画の実質2年目となる平成20年度普通会計予

算編成は、単年度赤字解消額約 10億 6,000万円を着

実に解消することを前提にしながらも、平成 19年度

の執行状況を踏まえ、制度の改正や新たに生じた諸

課題などを勘案し、当初計画で見込んだ歳入、歳出

額の変更を行い、限られた予算の中ではありますが

市民生活の安全、安心を確保することを最優先に進

めました。 

また、特別会計においても市民への必要な各種サ

ービスを提供することを前提に、制度改正などを踏

まえながら編成し、平成 20年 3月 5日に財政再建計

画変更の同意を総務大臣より、3月 27日には当初予

算の議決を議会より得て、平成 20年度予算がスター

トしました。なお、高齢者医療制度の改正に伴い、

新たに後期高齢者医療事業会計を設置しました。 

財政再建計画と当初予算の比較において、歳入は

計画を上回る人口の減尐や経済情勢の悪化などによ

り、市税や住宅使用料をはじめとした各種使用料、

手数料が減額となりました。歳出においては、新た

に始まる後期高齢者医療制度への対忚や平成 19 年

度の豪雪を踏まえ、市民生活に支障が生じないよう

除雪予算の増額を図るとともに、救急資機材の更新

経費等を計上しました。 

必要な行政サービスを維持するために所要の予算

措置を講じる必要性から、その財源確保は大変厳し

い状況でありましたが、各種基金の活用、契約事務

の適正化、計画を上回って減尐した職員の人件費の

反映などで、計画どおりの単年度赤字解消額を見込

むことができました。 

年度当初からの本市の行財政運営は、財政再建団

体として 1年を経過した経験と前年度から続くほか

団体からの人的支援や助言により、計画初年度のよ

うな混乱も多尐落ち着き、スタートすることができ

ましたが、市内唯一のプールであるスイミングセン

ターの屋根崩落や原油価格の高騰、さらに老朽化し

た施設の維持補修経費など、年度の途中で生じた諸

課題に対忚する必要が生じました。 

限られた予算での対忚が非常に困難な状況ではあ

りましたが、国、道の補助制度や各種基金の活用を

図りながら、なお生じる財源不足に対しては、平成

18、19年度に計画を上回る赤字解消額を確保できた

ことにより生じた前年度繰上充用金で対忚してまい

りました。 

また、国の補正予算に伴う地域活性化・緊急安心

実現総合対策交付金や地域活性化・生活対策臨時交

付金については、高騰する燃料費への補てん、高規

格救急自動車や除雪車両の購入、さらには公営住宅、

生活館、葬祭苑等の施設に係る維持補修経費など、

市民生活に密着した事業へ活用することができ、財

政再建計画の推進上、非常に効果的なものとなりま

した。 

これらにより、平成 20年度は 6月、9月及び 3月

に計 4回の計画変更と計画の変更に当たらない予算

の組み替えを行い、当初予算編成後に生じた行政需

要に対忚してまいりました。 

平成 20年度普通会計決算は、特別交付税や公有財

産の売却による歳入の増及び適正な競争入札の執行

による事務事業費や、尐雪に伴う除雪費、高騰から

下落に転じたことに伴う燃料費などの歳出の減によ

り、単年度収支においては約 12億 8,000万円の黒字

となりました。 

この結果、累積赤字は約 322億円となり、計画と

比べて 5億 9,000万円減尐することができました。 

財政基盤が脆弱な本市にあって、計画に見込んだ

赤字解消額を確保することができたのは、市民皆様

のご理解とご協力、また、夕張市へ様々な支援をし

ていただいた関係各位の賜によるものと認識し、引

き続き着実な財政再建を図りつつ、山積する諸課題

に適切に取り組んでまいりたいと考えております。 

次に、4ページから 10ページにあります普通会計

事業別決算に関する調べでありますが、当該会計に

おける全事業を登載しておりますので、後ほどご参
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照いただきますようお願いいたします。 

11ページをお開き願います。 

一般会計の決算につきましては下段に記載のとお

り、歳入決算額 86億 8,274万 8,000円に対し、歳出

決算額は 408億 5,588万 8,000円となり、差し引き

不足額 321億 7,314万円に、翌年度繰越額 2,632万

6,000円を加えた額、321億 9,946万 6,000円は翌年

度の歳入を繰上充用し、補てんいたしました。 

12 ページ、13 ページは科目別執行状況、14 ペー

ジは市税の内訳、15 ページから 17 ページまでは性

質別の内訳を記載しております。 

続きまして、18ページ、19ページ、国民健康保険

事業会計の決算につきましては 18 ページ下段に記

載のとおり、歳入決算額 21億 6,306万 5,000円に対

し、歳出決算額は 21億 8,754万円となり、差し引き

不足額 2,447万 5,000円は翌年度の歳入を繰上充用

し、補てんいたしました。 

次に 20 ページ、21 ページ、市場事業会計の決算

につきましては記載のとおり、歳入決算額 250 万

3,000 円に対し、歳出決算額は 169 万 4,000 円とな

り、差し引き残額 80万 9,000円は全額繰り越ししま

した。 

次に 22 ページ、23 ページ、老人保健医療事業会

計の決算につきましては記載のとおり、歳入決算額

2億 5,794万 8,000円に対し、歳出決算額 2億 2,854

万 5,000円となり、差し引き残額 2,940万 3,000円

は全額繰り越ししました。 

次に 24 ページ、25 ページ、公共下水道事業会計

の決算につきましては記載のとおり、歳入決算額 2

億 8,818万 2,000円に対し、歳出決算額 14億 1,738

万 2,000円となり、差し引き不足額 11億 2,920万円

は翌年度の歳入を繰上充用し、補てんいたしました。 

次に 26 ページ、27 ページ、介護保険事業会計の

決算につきましては記載のとおり、歳入決算額 14

億5,253万2,000円、歳出決算額14億5,253万2,000

円と、歳入歳出同額となりました。 

次、28ページ、29ページ、診療所事業会計の決算

につきましては記載のとおり、歳入決算額１億 427

万 3,000円、歳出決算額 1億 427万 3,000円と、歳

入歳出同額となりました。 

次に 30 ページ、31 ページ、後期高齢者医療事業

会計につきましては記載のとおり、歳入決算額 2億

2,701万 2,000円に対し、歳出決算額 2億 2,681万

1,000円となり、差し引き残額 20万 1,000円は全額

繰り越ししました。 

以上で水道事業会計を除く各会計の決算の概要に

ついて説明を終わります。よろしくご審議の上、ご

了承賜りますようお願い申し上げます。 

●角田委員長  続きまして、建設課総括主幹より

説明を求めます。 

 総括主幹。 

●小林建設課総括主幹  お手元に配付の水道事業

会計決算の概要資料に基づきまして、決算の内容に

ついてご説明申し上げます。 

資料１ページは、水道事業会計決算の概要を表に

したものであります。 

表の左側は、収益的収入及び支出についての最終

予算と決算額を比較したものであります。収入は上

の段、支出は下の段の表で表示しております。 

収入の決算額 Cは 4億 1,263万 1,369円となり、

予算対比で 122万 6,631円の減となりました。 

支出につきましては、決算額が3億1,790万7,113

円となり、予算対比で 1,260万 2,887円の不用額と

なりました。 

収益的収支は、税込みで一番下の段の Cで表示し

ておりますが、税込みで 9,472万 4,256円の経常利

益となりました。 

次に、右側の表であります資本的収入及び支出に

ついて、収入から説明いたします。 

収入の決算額 Cは 4億 7,094万円となり、予算対

比で変更はありませんでした。 

支出につきましては、決算額が3億2,829万5,932

円となり、予算対比で 20万 9,068円の不用額となり

ました。資本的収支差し引き、再掲の C欄小文字ａ

で表示しておりますが、2億 8,120 万 1,932 円の不

足となります。 
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この結果、前段の収益的収支を合わせた総収支に

ついては、１億 8,647万 7,676円の不足となり、当

年度損益勘定留保資金、災害復旧費、当年度消費税

資本的収支調整額並びに前年度留保資金 1,012 万

4,122 円で補てんしましたが、最終的に 3,698 万

2,907 円の資金不足となり、一般会計運用金で措置

しました。 

次に資料 2ページ、資料１ページの裏であります

が、本表は平成 15年度から平成 20年度までの収支

比較表であり、右端の集計は前年度と比較したもの

であります。 

営業収益の減は、給水人口、企業の使用量減尐に

伴う料金収入の減により、前年度より3,612万3,000

円の減となりました。 

営業外収益は、一般会計からの地方税算入分補助

金により 668万 7,000円の増となりました。 

営業費用においては1,165万7,000円の増となり、

内訳としましては旭町浄水場の修繕料、旭町第 1ダ

ム調査費及び包括的民間委託による増であります。 

次に資料 3ページでありますが、平成 15年度から

平成 20年度までの給水収益の内訳でありまして、右

側の集計は前年度と比較したものであります。 

給水収益の減 3,180 万 2,000 円は、前年度比 7.5

パーセントの減で、家事用の減尐額 918万 9,000円

は前年度比 4.2パーセントの減であります。家事用

の減尐額比率は、給水収益減額の 28.9パーセントを

占めております。 

業務用の使用料金が前年度よりも減尐した要因は、

施設の休廃止や節水によるものであります。減尐件

数では216件、減尐額では2,326万7,000円となり、

給水収益減額分の 73.2 パーセントを占めておりま

す。この内訳としましては、宿泊施設で 1,146万円、

工場関係で 498万円、官公庁、病院関係で 210万円、

福祉関係で 760万円の減尐であります。 

次に資料 4ページでありますが、平成 20年度の未

収金の内訳であります。 

決算書での未収金の額は3月31日現在のものであ

りまして、給水収益の現年度が 7,713万 6,271円、

給水収益の過年度が 3,328万 3,347円で、営業外収

益 462万 5,600 円を加えますと、未収金合計額は 1

億 1,504万 5,218円でございます。 

実質的な納期と言える 5月 31日現在では、給水収

益の現年度が 3,137万 6,653円、給水収益の過年度

が 3,286万 1,029円、合計で 6,423万 7,682円が実

質的な未収金であります。昨年度と比較いたします

と現年度で 860万 2,484 円の増、過年度では 1,115

万 1,928円の減でありますが、第 3セクターの欠損

金 2,700万 9,614円がありますので、実質過年度未

収金は 1,585万 7,686円の増となります。これは営

業不振の業者により未収金が増えたものであります。 

最終ページの 6ページに滞納状況を昨年度と比較

して表を載せていますので、ご参照ください。 

昨年度 4月より給水停止に伴う滞納額を 6カ月か

ら 3カ月に変更し、滞納額が多額にならないように

対忚するなど、大口使用者の滞納に対してはその経

営状況を調査し、支払い計画を立て誓約を取ってお

りますが、灯油高騰など景気悪化の影響により経営

状況が悪化したため、昨年度は未収金が増えること

となりました。 

一部倒産した会社については未だ債権請求が行わ

れていませんが、ほかの業者について今現在は支払

計画による誓約を取り交わし、履行されているもの

であります。 

次に資料 5ページでありますが、給水収益の構成

比を前年度決算数値と比較したものであります。 

業務用の料金構成比が減っていること、昨年度か

ら8トン以下の使用者割合が10トン以上の使用者の

割合よりもさらに増え、節水など水を使用しなくな

ったことが給水収益の減尐している要因と言えます。 

ご参照願います。 

以上で資料の説明を終わりましたが、人口の減尐、

特に業務用収益の減尐は予測を大きく上回っており、

平成 21 年度以降においても給水収益の確保は非常

に厳しい状況にあります。 

本年度は償還額がピークを迎えたこと、特別損失

2,700万9,614円により資金不足額は生じましたが、
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来年度以降については資金不足額の解消が見込める

見通しであります。 

今後、旭町浄水場などは鋼製の浄水場で 40年以上

を経過しているため、すぐにでも施設の更新が必要

であり、配水管についても昭和 50年代の管が多いた

め、今後、更新の計画が必要となりますことから、

さらなる給水収益の確保に努めなければなりません。 

未収金対策及び経費の節減に努め、資金収支の均

衡を維持しつつ、安全でおいしい水の安定供給に努

めてまいりますので、何とぞよろしくご審議の上、

ご了承賜りますようお願い申し上げます。 

以上であります。 

●角田委員長  続きまして、総務課総括主幹より

説明を求めます。 

●三浦総務課総括主幹  お手元に配付してござい

ます平成 20年度市税等滞納状況一覧表、横表ですが、

この資料について若干ご説明をさせていただきます。 

 各行につきましては、それぞれ滞納理由でござい

まして、個人の市内、市外、それから法人の市内、

市外、そして下段の方になりますが、平成 21年度内

に完納予定者分、法人市民税ということで区分して

記載をしております。 

 また、縦列につきましてはそれぞれ歳入科目でご

ざいまして、1 ページの 1番最初の市税から 3ペー

ジ最後の後期高齢者医療保険料まで 15 科目に区分

しておりまして、最後に件数と金額の合計を記載し

ております。 

なお、件数につきましては各科目の延べ件数とな

っておりますので、ご承知おきを願いたいと存じま

す。 

以上で説明を終わります。 

●角田委員長  それでは、説明に対する質問並び

に大綱的な質疑に入ります。 

高橋委員。 

●高橋委員  最初は毎年聞いている数字的な部分

ですけども、地域的な部分の問題で若菜の供託金の

関係部分の問題です。 

毎年決算委員会等の中で聞いている問題で、平成

9年から続いているものですから、10年以上経過し

ているもので。 

まず、この当決算委員会の中で平成 20年度の実績

といいましょうか、残り件数といいましょうか、そ

の辺の部分をお知らせいただきたいと思います。 

●角田委員長  総務課総括主幹。 

●三浦総務課総括主幹  委員からも今、お話のあ

りましたとおり、若菜地区の供託につきましては平

成9年度より当初45名、60筆の方々によりまして、

民法第 494条によります地代弁済供託が開始されま

した。 

これまで長年にわたり話し合い、個別に訪問する

などの説得等を重ねながら尐しずつ解除が進められ

てきたところでありまして、昨年の平成 19年度末で

は 11件、21筆が未解決でございましたが、平成 20

年度内におきまして 10 件、20 筆の解決が図られま

した。 

現在残っているのは１件、１筆でございますので、

引き続きこの方につきましては、解決に向け、努力

をしていきたいと考えてございます。  

なお、残り 1人の方につきましては契約先がすで

に変更となっておりまして、平成 19年度より新たな

土地の契約者の方からは通常どおりの貸地料をいた

だいておりますので、今後増加していくことにはな

ってございません。 

以上です。 

●角田委員長  高橋委員。 

●高橋委員  １件、１筆というのは、昨年もその

ままの数字だったと思うんです。 

これはもう以前からそれぞれ行政の方のその時そ

の時の担当課の皆様も努力され、成果というか努力

が数字として表れてきていると思うんです。 

もうこれは１件ということでありますから、全面

解決に向けてある程度終止符を打っていかなければ

いけない問題なのかと私は思っております。 

その辺の部分、まだ 1件残されているということ

でありますから、円満解決云々とまでいかないまで

も、解決に向けて最善の努力をしていただければと。 
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これは、要望で終えますのでお願いしたいと思い

ます。 

●角田委員長  要望でよろしいですね。はい。 

ほかに。 

高橋委員。 

●高橋委員  大綱的ということでありますから、

本当の大綱的な部分の質問をしていきたいと思って

おります。 

決算委員会ということでありますから、平成 20

年度の決算報告、監査委員に基づくまとめも今、ち

ょっと見ておりました。  

その中で、特にまとめの後半の部分、職員の執行

体制の部分ですとか、あるいは今後も行政に必要な

体制の整備を図りつつ財政健全化への道のりをとい

うことで書いております。これは監査委員の方から

の報告ということでもありますから、こういうまと

めで綴っております。 

その中で、ご承知のとおり今度の再生計画、いわ

ゆる来年から実質的にスタートしていく再生計画に

ついては平成 20 年度の会計ベースというのが実質

的な部分に反映されていく数字と理解をしておりま

す。比率としてですね。 

その中で、以前も確か決算委員会だったはずです

けども聞いたと思っているんですけども、実質的な

赤字比率ですとか連結赤字比率というのは、これは

もう当然なことながら数字的にはわかります。 

ただ、将来負担比率の部分、これがやはり大きく

数字的には突出している部分で、基本的には残りの

三百数十億の中に入ってこない、例えば地方債の残

高なり、もちろんこれは毎年度歳出を組んで公債費

なりに歳出をしていっているでしょうし、そのほか

将来の退職金手当ですとか、将来にかかる負担の数

字的な部分が将来負担比率に大きく反映されている

と思うんです。 

そこで、まとめなんかを見ても特に行政の執行体

制の部分、職員不足も含めていろいろと書かれてお

ります。 

これは、我々議会としても当然今のままでは良い

とは思っていません。ましてや、今後の中でこの再

生計画における部分では職員体制のあり方、人件費

の部分については大きな問題の一つとして、行政と

しても懸案事項の最大のポイントとして挙げられて

いるわけでありますから、特に将来負担比率の中で

退職金手当、将来かかる負担の数字が入ってくる以

上、例えばこれから開催していく市民の懇話会とか、

この辺の将来負担比率の部分を逆に比率なんかで出

されても、我々も正直言ってなかなか理解できない

部分がありますし、特に人件費的な部分は将来かか

る負担比率としてこれくらいだという部分をある程

度数字的に出していくというのが、特にこれから再

生計画を組む上では、人件費の部分で大きく理解を

示していってもらわなければいけない大きな問題だ

と思うんです。 

特に、将来負担比率の部分ではどうお考えなのか、

その辺まずお聞かせいただきたいと思います。数字

的な部分を含めて。 

●角田委員長  推進室長。 

●石原地域再生推進室長  お答えします。 

ただいまの高橋委員のご質問でありますが、将来

負担比率というところで、20年度の決算においては

1,164パーセントと、19年度も比率を出しておりま

すので、これとの比較をしますと 73.6パーセントの

減という結果となっております。 

まず将来負担比率についてですけども、これは標

準財政規模等に対する将来負担すべき額の割合とい

うことで、先ほど高橋委員がおっしゃった内容と同

じでございますが、これは赤字額や地方債、債務負

担行為、土地開発公社の債務など現時点で想定され

る将来の負担、つまり残高を指標化したものでござ

います。この比率が高い場合、今後の財政運営が圧

迫されるなど問題が生じる可能性が高いというもの

でございます。 

それで、今ご質問の各項目といいますか、どのく

らいの額なのかということでありますけども、夕張

市の将来負担額というのは 549億円という数字で見

込んでおります。 
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この内訳につきましては、一般会計の地方債の現

在高 133億円、債務負担行為に基づく支出予定額 52

億円、公営企業債等の起債元金の償還にかかる繰出

金 18億円、退職手当の負担見込額 7億円、それと土

地開発公社負債の負担見込額 16億円、最後には何回

か申しております現在の連結実質赤字額 323億円と、

これを全部合わせますと 549億円ということでただ

いまのところ試算しております。 

以上でございます。 

●角田委員長  高橋委員。 

●高橋委員  はい、わかりました。 

こういったある程度数字的なものを、むしろ行政

の方も当然これからも再生計画に向けては市民懇談

会ですとかいろいろと説明会で挙がっていくと思う

んです、各地域において。 

こういった特に見える数字といいましょうか、

我々も今年度のことになりますが、議会としても地

域懇談会とかを開催させてもらっても特に数字的な

ものですとか、ましてや比率的なものになるとなか

なか市民には理解をしていただけない要素が高いの

かなと、先ほども言ったとおり。 

まして、これから本格的再生計画に向けては懸案

事項の最終詰めにさしかかっている中で、ご案内の

とおり人件費含めていろいろと大幅に調整をしてい

かなければいけないというときに、特に人件費に関

わる部分での今言った将来負担比率で言えば退職金

手当にかかる部分は実際どれくらい将来にかかって

いくものなのか、その辺をある程度出していくこと

で、一つひとつ理解度も示していけるのかと思うも

のですから、これも要望的なものになるかもしれま

せんけれども今後そういった部分の対忚強化を含め

てお願いをしていきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

●角田委員長  室長。 

●石原地域再生推進室長  これらの判断比率につ

きましては、先の 5月の住民説明会においてもわか

りやすくという要望が住民からありました。 

当室としましても、その後についても広報等でな

るべくわかりやすいということで努力をしていると

ころでございますが、今後におきましても各機会あ

るごとにやさしく、わかりやすい説明をするよう努

力してまいりたいと考えております。 

以上です。 

●角田委員長  よろしかったですか。 

はい、ほかに。 

高橋委員。 

●高橋委員  続いて、指定管理そのもののあり方

の部分で質問していきたいと思います。 

ご承知のとおり、概ねの施設含めて本市において

は再建団体移行後、それぞれの各施設、それぞれの

各企業関係含めて指定管理を結んでいただいている

状況でございます。 

ただ以前から、例えばこういった委員会、あるい

は行政常任委員会等含めて質問もしてきているとこ

ですけども、指定管理そのもののあり方という部分

がやはりある程度年数を経過してきているときに問

われてきている部分が事実でございます。 

そのひとつとして、不必要な施設の返却等が昨年

度から含めていろいろと見受けられてきている。当

然、これはある程度それぞれの指定管理で協定は結

ばれていると思うんだけれども、年数も含めてある

程度入っているでしょうけれども、やはり 1 年、2

年指定管理を結んだ後、経営をしたけれども経営状

況がかんばしくないという理由から、それぞれの企

業間の中で施設が返されてきている。 

しかし、本市そのものが目指している指定管理そ

のもののあり方ということとは大きくずれが生じて

きていると思うんです。 

まず、この辺の指定管理そのもののあり方のお考

え。 

これは決算委員会ですから、この先のことはちょ

っと言えませんけれど、今日までのこのあり方の状

況と、それと私は選定委員会そのものにもちょっと

問題はあるとは言いません。問題があると言いませ

んが、選定委員会そのものにもひとつ選定のあり方

をどう項目的にされているのか。もちろんそれはそ
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れぞれの施設によって選び方、そういったものはあ

ると思うけれども、この辺が大きく指定管理そのも

のが返却されてくる大きな要因にもひとつつながっ

てきている部分はあるのではないかと思うんですけ

ど、この辺含めた指定管理全般のこの考え方につい

て、この辺はちょっとどなたかお答えいただければ

と思っております。 

●角田委員長  市長。 

●藤倉市長  ただいまの高橋委員の指定管理によ

る施設の問題ですけども、これはもうご承知のよう

に財政再建計画の中で謳っている項目の中で、市が

保有する観光施設については売却または指定管理者

制度により委託すると。売却先または委託先が定ま

らない場合は、原則として休廃止すると明記されて

おります。この中で、方針に則って市としてはでき

るだけ観光管理施設については売却や一般財源を投

入しない、そういうことを前提で指定管理制度によ

る委託を行ってきたところでございます。   

また、その中でも売却先や委託先が決まらない施

設としては原則として休廃止施設、これもそのよう

な方針でやっております。 

話がちょっとずれるようでございますけども、石

炭博物館をはじめとする市の観光施設の多くは、こ

れは指定管理者により管理委託を行ったものであり

ますが、その後いくつかの施設は市の方へ今、返還

の申し出がなされております。 

この要因というのは、ご承知のとおり建物そのも

のが非常に老朽化が進んでいる。そして改築に、ま

たはその維持管理費に相当な費用がかかっている、    

こういうことが指定管理を受けた業者においても経

営難の維持管理できない要因となっていることもこ

れは明白であります。 

そんな中で、市としては本来、管理者との話し合

いの中では協定書を結んでおりますから、その協定

書を前提として、それに違わない範囲においての申

し出は市は受けざるを得ないという立場にあります。   

しかし、そうは言っても今現在、指定管理を受け

た管理者と話し合いを重ねて、何とか維持管理が可

能にならないのかと、いい方法がないのかを両者で

いろいろ協議、検討重ねながら、今日まできており

ます。これについても、ほかの団体、ほかの地方自

治体をみますと、指定管理者といえども各行政が一

定程度の維持経費を委託料として払っているという

ところもあります。 

ご承知のように、本市は財政破綻の中でそういう

一定程度の費用というものは出せるものじゃありま

せんので、まったく契約に則ったとおりのことを今、

業者にしてもらっているわけでございます。 

これも冒頭言いましたように、委託管理業務に関

する覚書、業務協定書を結んでおりますので、それ

を楯にいろんな話しをする中で、市も維持管理を考

えながらも続投を強要する、強制する立場にないこ

とも事実であります。 

したがいまして、答弁としてはあくまでも現状の

中で委託管理者との話し合いを継続していきますけ

ども、最悪の場合には協定書に則った市としての基

本的な考え、原則としての休廃止をせざるを得ない、

こういうところに帰結するんじゃないかと思ってお

ります。 

そうは言っても現実にいろいろな、例えば指定管

理者が返還してもほかの業者がそれを再度リサイク

ル、リニューアルして使用するということも現実起

こっておりますので、市としてはそういう両面を考

えて慎重な対忚をしていきたいと、このように思っ

ております。 

もうひとつ、指定管理者制度、指定管理者そのも

ののご発言がございましたけども、私は今の指定管

理者制度がどのように委員はお考えかわかりません

が、私は市として、今の指定管理者の方々はそれぞ

れ良識、見識または社会的の中でも相当見識が高い

方に委員となってもらいまして、その委員の方々が

運営状況や資産なり、もろもろ必要条件に忚じて検

討されたことであります。 

したがいまして、委員と言えども企業の経営その

ものについては挙がってきた資料の段階での判断だ

と思いますので、今の段階では委員会そのものに対
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しては何ら、そういう意味でのご質問ではないかと

思いますけど、委員の方々には何ら現在の、何と言

いますか、施設の返還に対するある程度の責めとは

言いませんが、責めを求めるのがおかしいのであっ

て、やはり委員会についても言うならばもっと今の

選考に対する基準もしくは選考方法をさらなるいい

方法がないのかご検討いただきながら、委員に継続

して頑張ってもらいたいと、このように思っている

次第でございます。 

●角田委員長  高橋委員。 

●高橋委員  はい、今市長からご答弁がありまし

た。 

最後のほうで選定委員会、選考委員会のあり方に

ついて、私も別にそれぞれのメンバー構成が常識的

な、見識的な方であると認識しておりますし、この

方々が駄目だとか変えれとか、そういうことではあ

りません。 

ただし、現在までの指定管理それぞれの施設のあ

り方等を見てきますと、あまりにも１年足らずで別

の会社に移行されているとか、あるいは先ほど言っ

たとおり返却なりも余儀なくされている状況という

こともあって、やはり選定委員会そのものの今、市

長も最後に言ったとおり、選定基準のあり方、それ

は逆に言うと行政の方としても当然関わっていかな

ければいけない大きな部分だと思いますけど、こう

いう部分が何だかんだいっても最低限は選定委員会

の部分で決定されているわけですから、その辺がや

はり先見の明といいましょうか、そういった部分を

含めていかがなものなのかという観点で質問いたし

ました。 

ですから、この分についてはメンバー構成がどう

こうということではありませんので、一忚その部分

はご理解していただきたいと思います。 

そこで今、答弁の中でほかの市の中では当然いろ

いろと指定管理を含めてやられている。これは市長

も答弁の中でありましたけれども、ほかの市とほか

の市町とは比較にならない部分があると思うんです。 

ほかのまちもいろいろと指定管理も進んでいると

きに、委託管理とか含めてそれは行政として忚分な

負担を出されているまちもありますし、ただ本市に

おいてはスタートラインそのものが指定管理を結ん

でもらうときに全然そういった状況下の中ではなく

て、それをあくまでも一つの条件下の中で指定管理

をそれぞれ結んでもらった。特に多くの観光施設は

代表的な部分でありましたから、ほかの市町との部

分とはちょっと、ほかのまちはこうやって払ってい

る部分もあるということには、私はならないのかと

思っております。 

そこで、一番心配しているのがそれぞれの施設、

特に大きな施設になればなるほど相当な維持管理費

もかかってくるでしょうし、ましてや老朽化がそれ

ぞれ著しくなってきている施設が圧倒的に多くなっ

てきていると。そのときに、いろいろな施設の中で

昨年段階だけで言っても、ホテル関係も含めてです

けども、あえてどこどことは言いませんけれども、

いろいろと問題が生じておりますね。ボイラーです

とか、水道管の破裂ですとか、その時、その時に業

者の中でいろいろとかみ合ってない部分があるのか

と思うんです。 

これは、協定の中でどこまでの協定を交わされて

いるかわからないけれども、その時にスムーズに事

ができるような体制を本来結んでおくことが指定管

理そのものの協定のあり方になってくるのではない

のかと思うんですけど、この辺の考えについてはど

うですか。今後特に老朽化という部分はどんどん考

えられてくる問題でありますから、この辺について

はどうですか。 

●角田委員長  老朽化に対する対忚についての考

え。 

副市長。 

●羽柴副市長  協定書の内容のことになるんです

けども、観光施設については今、市長が述べました

けども、再建計画の基本方針の中で、言ってみれば

一般財源を投入しないということで、施設の管理の

あり方についても全部お願いしますというような状

況の中の協定になって、ただしまったく道はないの
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かというと、施設の維持管理の中で協定の中に書い

てあるのは、大規模な改修というものが出てくれば、

それは双方協議の上、話し合いをしてどういう検討

ができるのかということをやりましょうというよう

な項目は多分あると思うんですけど。 

ただ、その中で市がこうこう、こういった具体的

な部分についてはある程度基準を示して、これにつ

いては市の負担とするということまではなかなか今

の状況では踏み込んでいけない状況にあるのでない

かと思います。 

いずれにしても、この 1、2年間、再建団体になっ

てそういう本来的な指定管理者制度では普通一般的

な指定管理者制度にはなっていない、夕張独特の指

定管理者の中身になっていますので、この辺につい

ては今後いろんな状況の中でどういう検討ができる

のか考えていきたいと思ってます。 

答弁にならなかったかもしれませんけども、そう

いう状況でございますので、ご理解をいただきたい

と思います。 

●角田委員長  高橋委員。 

●高橋委員  それぞれの施設によって異なる部分

があると思いますけれども、例えば特に今年度に入

ってからは、それぞれ企業名は出しませんけれども、

自主的に建物を建ててやってくれてるところですと

か、あるいは管理運営をされてくれている、いわゆ

る支援的な要素で。 

そういった企業さんもあれば、逆に指定管理とい

う純粋な部分に基づいて先ほど言ったとおり、心配

しているのが大きな施設なり、そういった多額の費

用がかかるものになればなるほどトラブルが生じた

ときに必ず協定書の部分で。我々も協定書の部分、

一言一句理解はしておりません。 

しかしながら、行政としての責務として、一つひ

とつの施設とそれぞれ指定管理を結ばれているわけ

だから、大きなトラブルになったときにいかに対忚

するのかということを今後きちんと捉えておかない

と、最終的に指定管理を任したはいいけど不必要な

ものは返され、かかる経費については最終的にはい

ろいろと市が負担をし、そして挙句の果てにもし返

されたはいいけど、当然市として管理体制はできる

はずもないですから、大きな施設になればなるほど

不用施設として財産が象徴的に残っていってしまう

と、こういった状況が悪循環になっていくのではな

いかと思いますので、この辺を今一度指定管理のあ

り方についてそれぞれの部分と再度確認をするのか、

もっと言うとある程度協議をもっていくなり、そう

いった部分が必要なっていくのかと。これも、再生

計画に向けては大きな計画のひとつの中に私は入っ

ていくのかと思っておりますので、ぜひとも今後の

中で期待をしていますのでよろしくお願いします。 

指定管理という部分を今、出しましたので、負担

金云々の話を出しましたから、あえて大綱的な部分

で質問していきますけども、診療所の部分なんです。 

診療所と出しても問題はないと思うんですけども、

これも指定管理が結ばれて、今、診療所としてやら

れていると。この平成 20年度、昨年の 6月議会です

か、2,600 万円の補助金という形で出されているん

ですけども、当時、議会もいろんな部分で議論をさ

せてもらいました。 

最終的には 2,600万という数字を補助という形で

出されました。水道光熱費というものが大きな部分

の補助という要因で、最終的にはその判断でああい

う形になったんですけども、これはどうであれ公的

資金が入ったわけですから、ある程度のきちんとし

た内訳ですとか、診療所の方からきているのかどう

か、その辺ちょっとお聞かせいただきたいと思いま

す。 

●角田委員長  福祉課長。 

●池下福祉課長  今のご質問ですけれども、市立

診療所に対して管理業務協定書第 17条に基づき、業

務開始年度の立ち上がり資金、立ち上がりに要した

改築経費として 700万、これは診療所がリハビリ室

や老健施設の改修に伴う経費 868万 500円に対し、

市として 700万円を補助したところであります。 

また、光熱水費につきましては 19年度の光熱水費

所要額 3,887万 2,000円に対し、2分の 1というこ
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とで、1,943 万 6,000 円を光熱水費として支出して

いるところであります。 

●角田委員長  高橋委員。 

●高橋委員  そこで、今日までも行政委員会等の

中でもその都度その都度聞いている部分なんですが、

昨年の 6月議会のときに、私たちもいろいろ意見を

付して、当時議決をさせていただいた経過がござい

ます。 

そのときに、最終的には公的資金が入る以上は毎

月毎月、収支というものを出していただくと、私も

その後、委員会なりでところどころで聞いてきてい

るんですけど、それは今日まで守られてきているの

ですか。 

●角田委員長  福祉課長。 

●池下福祉課長  月々の収支という形で、遅れる

場合もあるんですけども、報告はもらっております。 

●角田委員長  高橋委員。 

●高橋委員  病院会計の部分ですから尐しずれて

いくというのは承知しているんですけども、一忚毎

月毎月、そういった形で遅れるとは言えども収支は

出していただいて、それを一忚担当課というか、行

政として収支を照らし合わせたときにどういうふう

に捉えているのか。 

経営改善に向けた部分になるんでしょうけども、

数字的な部分、毎月毎月、収支をご覧になってどう

いう判断をしているのか、その辺ちょっとお聞かせ

いただきたいんですけれども。 

これは一部経営状況の中身でありますから、お答

えにくい部分があると思います。ただし、あくまで

も昨年度の公的資金が入った、特に今日は決算委員

会だからこの 20 年度の部分しか言えませんけれど

も、すでに今年度に入ってからも一忚補助という形

で入っているわけですから、市としての判断として

はどう捉えているのか、その辺の観点で結構ですか

らお答えいただければと思います。 

●角田委員長  福祉課長。 

●池下福祉課長  経営の中身に対しては具体的に

言えないですけども、やはり 19年の場合は重油の高

騰がかなりあったものですから、この辺はほかの病

院等もあることですけれども、特に施設の老朽化と

いうことで通常よりかなりかかっているという部分

がありました。 

全般的に有床ベットがほかのとこと同様、不採算

部門になっていると捉えているところであります。 

●角田委員長  高橋委員。 

●高橋委員  もちろん経営全般には入りきれない

部分がありますから、私もどこまで聞いたらいいの

かという部分があるんですけども、その中で必ずし

も今、病院の機能として最善な部分をやっていただ

いている部分。しかしながら、一方では市民の部分

からもこういうふうにやっていただきたいという強

い要望の部分も出てきているのも事実であります。 

まして今、再生計画に向けては病院を改築云々も

含めて改築検討委員会等の中で議論をして、この分

については今日の段階では触れるつもりはございま

せんけれども、ただ今日までの中でこれもずっと言

い続けてきているんですけども、ほかの病院とのバ

ランスということも、これは忘れてはいけない部分

ですけど、この辺の部分は行政として安全・安心を

守っていく、いわゆる最大の監督責任の部分として

は夕張市の医療全般としてはどういうふうにほかの

施設も含めて、医療施設も含めて捉えているのか、

その辺は市長どうですか。 

●角田委員長  市長。 

●藤倉市長  今の委員の質問ですけど、市立診療

所を前々も申し上げておりますように、夕張市の中

核病院だ。 

これを中心として、ほかの医療との関連を密にす

る中で、夕張市の全体の医療を向上させていこうと。 

これはもう全体的な答弁でありまして、ただいま

の質問の中で、決算委員会の中で市立診療所の経営

内容はどうなんだ。そして、経営内容がほかの医療

機関とのバランスにおいて正常というか、それに対

してどう思っているのかというご質問であろうかと

思いますけれども、端的に申しましてそれぞれ経営

の内容、経営の主眼が違いますから、一日で申し上
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げられませんけども、ほかの同等程度規模の診療と

いうと、今の夕張市の診療所がどうであるかという

ことは今後もいろんな面で対比しながら、改善に向

けて必要であれば行政の方も医療機関に対して積極

的に提言すべきであると、私はそのように思ってお

ります。 

●角田委員長  高橋委員。 

●高橋委員  市長ですね、これは決算委員会です

から全文議事録に残りますからね、ひとつちょっと

これ訂正してもらいたい。 

経営内容はどうなんだという質問は私しておりま

せんから。 

これは、先ほど言ったと思うんです。担当課の方

にも経営内容云々まではちょっとこれは決算委員会

といえども入りきれない部分があるから、そのこと

までは聞くつもりはございませんけれどと私、前も

って言ったと思うんですけども、ただ公的資金が入

った部分で、その部分について市としてはどうこう

と言える立場にあると思います、その部分について

は。 

経常状況まではどうのこうのとは言えるはずもな

いと思いますので、そこは誤解のないようにご答弁

をしていただきたいと思います。 

そこで、私聞きたいのは、この診療所を核として、

今、市内の医療施設、そして市民の安全・安心を守

る部分で医療体制の確立という部分は、これは当然

のことながらわかります。 

ただ、やはりほかの医療施設との今日までやられ

てきたほかの医療施設との配慮、バランス。これは

行政として一定程度の理解も含めてある程度簡単に

言うと、市長として、行政として、担当課として特

にほかの医療施設の部分の協議といいましょうか、

理解といいましょうか、そういった部分が進められ

てきているのかどうかということなんす。 

こういった部分はどんなものなんでしょうか、こ

れはむしろ担当課に聞いたほうがいいのか、ちょっ

とその辺があれですけども答弁をお願いしたいと思

います。 

●角田委員長  福祉課長。 

●池下福祉課長  補助金を入れるということでは、

ほかの医療機関にご説明してご了解いただいており

ます。 

●角田委員長  高橋委員。 

●高橋委員  補助金云々のことだけではなくて、

やはり今後の医療体制のあり方含めて、いわゆる行

政として、当然診療所も含めてですけれども、診療

所含めて、残りの医院含めて、ある程度定期的でも、

回数は別としても、夕張市全般の医療対策の何か協

議とかされてきた経過があるのでしょうかという部

分で、そういう観点でちょっとお聞きしたいと思い

ますけども。 

●角田委員長  福祉課長。 

●池下福祉課長  昨年、医療ビジョンを策定した

んですけれども、本来そのビジョンの中では市立診

療所が中核的な施設を担って、各開業医さんと連携

した医療をというところが理想ですけれども、今現

在、各医療機関と集まってというところまでいって

いないところであります。 

今現在、市立診療所の改築検討等を行っていると

ころでありまして、今後各医療機関と連携するとい

う形の部分で協議を進めていきたいとは思っている

ところであります。 

●角田委員長  市長。 

●藤倉市長  今担当課の方から説明がありました。 

私自身、過去にこれまでに医師会主催の会合には

たびたび出ております。それから、その会合でいろ

んな話も伺っていますし、今後、今、委員がおっし

ゃいましたように、各医療の連携協力関係、これは

深めていかなけりゃいかんと私自身認識しておりま

すし、今のおっしゃるような集まりというか、会合

というか、そういうところも積極的に出席、もしく

は逆に行政の方から呼びかけも今後必要だと。 

いずれにしても、連携協力の強化を図っていきた

いと、このように私は思っております。 

●角田委員長  高橋委員。 

●高橋委員  はい、これは強く要望をしていきた
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いところであります。 

特に、再生計画に向けてこの医療体制の確立、そ

れこそ大きな部分の計画のひとつの部分になってい

くのかと。これがどうなるかは別として、今それは

改築検討委員会の中で協議されている部分であるで

しょうから、今日の中では質問していけない部分だ

と思いますから。 

ただし、直接的に再生計画に関わるという部分で

は、将来に向けて診療所のあり方、さらには場所の

問題ですとか金額の問題ですとか、特にこういった

ものをすべて考慮した中でやっていかないと、夕張

市全体の医療の部分がどうなのかという部分も考え

ていかなければいけないのかと思います。 

一つの場所に仮に行政としては、また検討委員会

としてはその場所がいいと判断をして、その場所に

持っていったとしても、ひょっとしたら以前からあ

った医院にしてはそれが来られることによって果た

してどうなのかということも考えていかなければい

けないと思いますし、そういった部分も考慮しなが

ら、今後慎重にこの部分は、決して診療所をもちろ

ん核としながらも、ほかの医療機関との配慮、バラ

ンスというものを欠けないような形でやっていって

いただきたいと思っております。これはひとつ要望

であります。 

それからもうひとつは、先ほどから指定管理のあ

り方を質問しましたけれども、この診療所も実は指

定管理の代表的な部分の施設でありまして、先ほど

協定書の部分ですとかいわゆるお金の部分、いろい

ろと話をさせていただきましたけども、特に診療所

の部分がひとつ大きな代表格な部分になっているの

は間違いないと思います。 

昨年、ご承知のとおり 6月議会であれだけいろい

ろと、その前の委員会から議会もいろんな部分で主

張してきた部分。当時の協定書はどうなってんだ、

ああなってんだという部分でいろいろと議論してき

た部分は記憶に新しいところだと思いますけれども、

そういう部分を含めて、先ほどの協定書のあり方含

めて、それぞれの指定管理のあり方を今一度見つめ

直したらどうですかという部分で質問させていただ

きましたので、そういった意を込めてこの辺も要望

とさせていただきますのでよろしくお願いをいたし

ます。 

●角田委員長  はい、市長。 

●藤倉市長  先ほど、私の観光関連施設の答弁の

中で誤解があっては困りますので、私はこういうこ

とを言いたかったんです。 

観光関連施設については指定管理の場合、ほかの

自治体においては一部、一定程度の維持経費を委託

料として出している市町村もあります。 

しかし、夕張市は財政破綻をした市でありまして、

財政再建計画の中において一切維持経費について今、

出していないのが現状です。 

ここを強調したいのであって、ほかの市町村が出

しているから夕張もそういうのでなくて、夕張はほ

かがあっても出せない、そういう現状にあるんだと

強く言いたいことを、言葉の前後でありましたので

ちょっと言っておきます。 

●角田委員長  ほかに。 

加藤委員。 

●加藤委員  1点、今の指定管理のことで。 

高橋委員のやり取りもそういう趣旨だと思うんで

すけども、これちょっと質問にならないと思うので

要望にさせていただきますが、19年、20年と指定管

理を進めてまいりました。 

先ほど副市長が言ったとおり、市長も今言いまし

たけども、一般財源は持ち出ししないと。特に観光

施設はそういう形の中でやっていただければという

ことで、赤字解消が大前提で再建計画作った中で、

赤字を増やすことになりませんというところからス

タートしたと思うんです。 

この 2年間経過して、先ほど高橋委員も言われた

とおりいろんなことがありました。指定管理の関係

では。 

スタート時点がそういうスタートですから、ない

のがおかしいぐらいだと思うんですけど、ただ、今

後再生計画ということで、夕張が再生するためにど



平成 21年 3定付託 決算審査特別委員会 1日目 

－14－ 

うするかという指定管理のあり方をやはり考えてい

かなきゃならないのかと、そういう面では。 

これは再生するためには絶対必要だというものと、

極端な言い方するとこれはやめましょうと、そうい

う判断を行政側も議会も市民もしなきゃならないこ

とになるのかと思いますので、今まではどっちかと

いうとやってくれればお任せよという感じできたん

だと思うので、そういう意味では行政も含めて夕張

の再生のために何が必要なのかという観点で、それ

じゃどうしようかという部分。これ一般財源を持ち

出しすれとは言ってませんけれども、そういうこと

も含めて選考もどちらかというと今までも選考者に

任せてるという部分もあったのかも。 

受ける方と選考する方に行政も任せてる部分もあ

ったと思うので、今後やはり再生に向かっていく上

では指定管理のあり方を今一度考え直す必要がある

のかと、私は高橋委員がそういう趣旨もあったと思

うので、私もそういうふうに思います。 

もしよければ、次の方にいってよろしいですか。 

●角田委員長  はい、お願いします。 

●加藤委員  水道事業会計の中で、滞納を含めて

は後で全体的にいろいろあると思うので、滞納の部

分は後にさしていただきますが、先ほどの説明の最

後のほうに当年度累積資金過不足額が 3,700万ほど

一般会計の運用金で処置したということで、今まで

はずっと赤字にはなっていたけれども、累積では黒

字で終わってきているという数字になってきている

ので、単純に数字だけ見ると急にこんなにという部

分、これは第 3セクターの部分もあったんでしょう

からやむを得ない部分もあるんでしょうけれども、

その中で来年以降は改善される見込みだと説明があ

ったと思うので、それはちょっと後で聞きますけど、

その関係で何点かちょっと確認をしたいのですが、

ひとつは特別損失の第 3セクター部分の 2,700万で

したか。これは、第 3セクターの関わりでいうとこ

の年度でもう出てこないという理解をしておけばよ

ろしいのでしょうか。 

●角田委員長  建設課総括主幹。 

●小林建設課総括主幹  第 3セクターの分で来年

度以降は生じてきません。 

●角田委員長  加藤委員。 

●加藤委員  それと、これも企業名は言うわけに

いかないのでしょうけれども、温泉の過去に指定管

理をしていたところが解除をして、その後、確か破

綻をした、倒産したと聞いていたと思うんですけど、

これらの部分で今後生じてくることは、これはどう

いうふうになるか。 

債権者ですから、入ってくればそれでいいんでし

ょうけれども、そういうおそれがあるのではないか

と思うんですけど、その辺聞いてよければお答えお

願いします。 

●角田委員長  建設課総括主幹。 

●小林建設課総括主幹  温泉の部分で一部倒産し

た施設がありますが、その債権については未だ債権

の請求が来ておりませんので、今後債権の請求が来

たときに、その請求については申し出ていきます。 

●角田委員長  加藤委員。 

●加藤委員  あるということで理解しておけばい

いということですね。それはどうなるかは別として、

なしではないということで理解さしていただきます。 

それと、委託の関係でこれも今後、来年以降改善

されるという中に入ってくるのかと思うんですけど、

委託による効果ということで、金額的になるんでし

ょうけれども、この 20年度においてどういうふうに

整理されているのか、委託の効果というものを。 

ただ、私は委託したから 1,000万黒字になったと

いうか、収支よくなったということで単純に委託を

考えるべきではないと思うんですけども、例えば水

道関係で言うといろんな技術が必要だと。その技術

の職員を 5人も 6人も配置する状況に今、夕張はな

いと。 

ですから、そういうノウハウをもった企業に委託

をして、技術的なものの心配も含めて市民に不安を

持たせない、迷惑をかけないようにしたいという趣

旨もあるのだと思うので、それらも含めて委託した

ことによる 20年度の効果というのでしょうか、そこ
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ら辺について報告いただければと。 

数字で出てきているので、委託の効果があったと

いうことでは書いているし、業務が委託費が上がっ

たけど人件費が落ちたという部分では理解できるん

ですけども、どういう形で理解すればよいか、ちょ

っと説明ができればいただきたいと思うんです。 

●角田委員長  建設課総括主幹。  

●小林建設課総括主幹  民間委託した最大の効果

は上下水道行政の維持でありまして、平成 18年度末

に再建団体入りを表明して、上下水道職員は若年職

員数名を残しほとんどが退職しました。平成 18年度

上下水道職員は 16名いましたが、平成 20年度市の

職員は半分以下の 7名になるということでありまし

た。 

上下水道は市民生活に直結する大事なライフライ

ンでありますので、特に水道事業は技術職員のほと

んど退職した後、技術の継承や十分な事務引き継ぎ

ができないまま、浄水場をはじめとした老朽施設を

運転維持管理して、市民の皆さんに安全で安心でき

る水を供給することは不可能であり、民間への委託

により上下水道施設を維持管理する必要がありまし

た。 

本来の目的は、上下水道行政の維持であります。 

経済的経費の節減分では、水道事業は平成 18年度

より、先ほど人件費で言いましたけども、12名が 4

名になったので、当初の金額よりは 6,364 万 5,000

円ほどの人件費の削減となりました。また、電気代

とかのユーティリテイの削減は 1,530万円でありま

す。 

それと、平成 18年度に浄水場の委託管理していた

金額が 1,836万円、それに平成 20年度で民間の委託

していた金額が 5,870万円でありますので、その差

額が 4,034万となりまして、水道事業会計におきま

しては 3,860万円程度の効果があったものと思われ

ます。 

ただ、平成 18年度の人件費の削減が主な効果であ

りますが、今現在、平成 20年度では水道職員がさら

に減って、市の職員が 3分の 1以下の 5名となって

おりますので、今後施設更新に当たって職員の増員

だとか、そういうのが今の最大の課題であります。 

●角田委員長  加藤委員。 

●加藤委員  経費的には今、お聞きしました。 

さらにはそれだけではなくて、上下水道を市民の

方に安心して維持するために民間の技術も含めて対

忚し、どちらかというと積極的というより消極的、

人がいなくなったのでその穴埋め的に市民の安心を

守るためにということで、これはやむを得ない処置

だと思います。 

今後、それがいろんな形で効果が表れることだと

思いますし、一番心配していたのは委託することに

よって職員が直接関わらない、間接的には関わって

いるんですけど、総体では関わらないことによって

大丈夫なのかと。水は生命線でしょという部分での

市民の不安があったと思うので、その辺が 20年度含

めてもう 21年半ばまで来ていますから、順調にいっ

てるんだと理解をさせていただきます。 

先ほどから説明あったとおり、特に個人の使用も

減っていることはもちろんですけども、営業という

か業務用の関係が大きな課題だと。 

これは水道事業管理者だけでなくて、市全体のこ

とで商売がうまくいくようにという部分で、経済状

況だけじゃなくて夕張が破綻している再建途上にあ

る。企業はなかなか維持できない、参入できないと

いうことだと思うので、これは別の意味で皆で努力

していかなきゃならないと思うのですが、先ほど節

水という言葉が 2度ほど出たんですね。 

8立方メートルと10立方メートルの逆転が節水に

つながっているという言い方になっていたのと、業

者の部分でも業務用でも節水という言葉があったん

ですけど、実際に数字的に表れるものでしょうか。 

私は 8立方メートル、10立方メートルとは、家族

数が減ってきて、そちらの方に移っていったのかと

単純に考えられるのかと思うんですけど、節水とい

う部分が何かの形で見えるものでしょうか。その辺

ちょっと。 

●角田委員長  建設課総括主幹。 
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●小林建設課総括主幹  業者については各施設ご

とに前年度と比較しますと減っていますので、それ

は節水と考えております。 

個人については、高齢者が増えたということと財

政再建団体になって若い世代が転勤したりして、市

を離れて行ったということもあると思いますけども、

業者を前年度と比較したときに明らかに水を使う量

が減っていますので、節水に心掛けてやっていると

ころもあるのかと思いまして、節水という言葉を使

わさせてもらいました。 

●角田委員長  加藤委員。 

●加藤委員  わかりました。 

特に、何か数字で出てくるものなのかと思ってた

んで。 

私ども、できるだけ 8立方メートルに落とそうと

か、そういう努力はしますから、それが節水ですし、

そのことは何も間違いでないことで、夕張はただ水

が余っていますから使って欲しい気持ちはあるんで

すけでも、それは企業であり個人であり、そういう

努力をしていることは良いことだと思うので、ちょ

っと節水の数字が出てくるのかと思ったものですか

ら。わかりました。 

それらを含めて、先ほどの一番最初の問いに戻る

んですけど、これが来年度以降改善されるんだとい

うものを私ども見ている数字の部分でいうと大変な

状況だという、これは前からそうですけども、それ

が改善されるというのはどう改善されるのか、もう

尐し噛み砕いて説明いただければと思うのですが。 

●角田委員長  建設課総括主幹。 

●小林建設課総括主幹  水道事業会計で先ほど説

明しました決算の概要の１ページ目の右側に資本的

収入及び支出がありまして、支出の企業債償還金と

いうのがありますが、その企業債償還金に今年度は

2億 8,063万 4,090円、この額が平成 11年度から繰

上償還というのが終わりまして、その減る分が 1億

ぐらいありますので、その分で来年度以降、今年度

はまだギリギリのところだと思うんですけども、来

年度以降、企業債のピークが過ぎますので、資金不

足が解消されていくのかということであります。 

●角田委員長  加藤委員。 

●加藤委員  いろんな状況があるんだと思うんで

すけど、今年度に限っては3セクの特別損失が2,700

万あったということで、来年ないというもう一つの

部分は金額そんなに多くないと思うので、あったと

してもその分が解消される、解消されても増えるわ

けではないんでしょうけど、今言った企業債の部分

が減ってくるんだと。そういう中で、赤の部分がど

う解消されるか別として、単純に単年度でいくと改

善される方向にあると、そういう理解をしておけば

よろしいですね。 

●角田委員長  はい、水道についてはそれでよろ

しかったですね。ほかに。 

正木委員。 

●正木委員  入湯税のことでちょっと聞きたいん

ですけども、収入のしくみはどのようになっている

のかまずお尋ねします。 

●角田委員長  総務課総括主幹。 

●三浦総務課総括主幹  ご承知のこととは存じま

すが、当市では平成 19年度より鉱泉浴場の入湯客に

対し、一人当たり宿泊客については 150円、日帰り

客につきましては 50 円の入湯税を課しておりまし

て、毎月その入場者数の報告を翌月の 15日までにい

ただきながら、事業主の方から特別徴収という形で

納税をいただいております。  

●角田委員長  正木委員。 

●正木委員  はい、予算額はいいんですけども、

調定額でもって 1,510万 50円となっていますし、収

入が 1,341万 6,700円となって、収入未済額 168万

3,350円となってますけども、これは 4月、5月の整

理期間を終わってからの 6月の残ということでよろ

しいですか。 

●角田委員長  総務課総括主幹。 

●三浦総務課総括主幹  委員ただいまご指摘のあ

ったのは、決算書事項別明細書 43ページに記載され

ております入湯税における収入未済額のことと存じ

ますが、出納閉鎖期 5月 31日時点での収入未済額が
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この記載の168万3,350円ということでございます。   

●角田委員長  正木委員。 

●正木委員  その 168 万 3,350 円というのは、6

月以降の入金状況はどのようになっているのか。 

●角田委員長  総務課総括主幹。 

●三浦総務課総括主幹  平成 21 年度の収入とい

う部分になってくるお話かと存じますが、平成 21

年度につきましては未収がなく、順調に推移をして

いるところでございます。   

●角田委員長  高橋委員。 

●高橋委員  入湯税のこと出ましたので、関連で

ちょっと質問しますが、先ほど加藤委員の方からも

質問あったとおり、企業名は別としまして先ほどご

答弁で管財人云々の関係の整理も今している最中と

いうこともありますから、今後の推移を見守ってい

くしかない部分もあると思います。 

そこで、正木委員の方からも質問が出た入湯税の

部分ですね。168 万何がしだという部分、これはい

わゆる預り金なわけですね、簡単にいうと。ですよ

ね。 

それが早い話、簡単に言うと未収として残されて

いるということが、ほかのものとちょっと違ってく

るんじゃないかなと思うんです。 

この部分を行政としてどう捉えているかというこ

とを多分、正木委員もそこを聞きたいと思いますし、

我々もその部分だと思うんです。 

これはほかの未払い金とは違って、預り金として

あくまでもその施設が預り金として預かっているわ

けですから、本来はすぐ入ってこなければいけない

ものが、こういう形で残されていること自体がいか

がなものかとういう部分ですけども、このあたりを

午後からでもいいですのでお聞かせいただきたいと

思います。 

●角田委員長  はい。 

ただいまご案内のとおり、ちょうど時間となりま

して、答弁のほうは午後からということで、引き続

き午後から大綱的な質問、ただいまの答弁含めまし

て始めたいと思います。 

午後 1時より再開いたします。ご苦労さまです。 

――――――――――――――――――――――― 

午前１１時５９分  休憩 

午後 １時００分  再開 

――――――――――――――――――――――― 

●角田委員長  昼食前に引き続きまして決算審査

特別委員会を再開いたします。 

入湯税のことにつきましてということで、昼食前

は終わっているかと思います。 

それで、総務課総括主幹より答弁お願いしたいと

思います。 

総務課総括主幹。 

●三浦総務課総括主幹  高橋委員からの入湯税は

お客さんからの預り金ではないのかと、こういった

ご指摘のご質問でありましたが、まさにそのとおり

でございまして、事業主としては毎月申告とともに、

お客さんから預かった税金ですから納める義務がご

ざいます。 

私どもとしては、事業者の支払いの遅れがあった

当初から、責任者に対し納期限の納税の義務、この

税目の性質を再三説明しながら、申告納付の履行等

についてお話をさせていただき、電話催告あるいは

こちらから出向く、もしくは来庁願っての納付相談、

支払計画書の提出等々、再三にわたって対忚を行っ

てきたところでありますが、残念ながらこの未収金

を残したまま、当該の事業者については平成 20年の

11 月末をもって施設の管理を返上してしまったと

いういきさつとなってございます。 

なお、その後も市といたしましては督促状の発布、

催告書の発布、一部差し押さえの実施を行うなど、

対忚を取ってきたところでありますが、この業者に

つきましては平成21年6月に残念ながら破産手続き

を開始した旨、裁判所から連絡をいただいており、

今後いわゆる債権者集会が予定されておりまして、

これを踏まえた後に、市としては交付要求の手続き

を取っていくこととなろうかと思います。 

あわせて、ご答弁ですが、午前中の加藤委員かと

思いますが、水道の問題の中でこの問題について建
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設課総括主幹から答弁があったかと思うのですが、

この温泉施設に関する水道料の請求が未だ来ていな

いというような答弁があったかと思うんですけども、

こちらについてもあわせて債権者集会後に裁判所の

方へこちらから債権請求の手続きを取っていくこと

になろうかと思います。 

以上です。 

●角田委員長  高橋委員。 

●高橋委員  わかりました。 

多分、それ以上の答弁ということにはならないと

思いますので、先ほど午前中の答弁でもありました

とおり、その企業が既に法的手続きに則って管財人

の部分で処理されているということでありますから、

それの推移を見守っていくしかないのかという部分

であります。 

ただ、先ほど言ったとおり、ご答弁の中でもあっ

たまさに預り金として、いわゆる消費税とかと同じ

ような扱いの部分で、本来すぐにこれは入らなけれ

ばいけないものが、こういう形でのということは、

ほかの性質とはちょっと異なるのかと思っています

ので、いずれにしてもこれはもう見守っていくしか

ないという判断でありますから、対忚に向けて色分

けしていただきたいと思います。 

引き続きよろしかったですか。 

●角田委員長  この件につきまして、入湯税につ

きましてよろしかったでしょうか。 

なければ、ほかに。 

高橋委員。 

●高橋委員  午前の中でも指定管理のやりとりを

さしてもらいましたけれども、直接的に指定管理の

部分とは異なるんですけれども、本市の今置かれて

いる状況、特に財政再建になる手前、その後含めて

慌ただしい状況になっておりました。 

特に、観光施設含めてもろもろ施設の当時のあり

方ですとか、物品的な部分、土地も含めてもろもろ、

何がどういうふうに整理されているかというのが

我々の中でも今いち把握できていないものもありま

す。 

その中で、細かいことまで挙げていたらきりない

んですけれども、あえて決算委員会ですからお聞き

したかったのは、特に第 3セクター当時の大きな部

分で結構でありますから、何か物品的な部分ですと

か、市に引き継ぎ、もしくは市の方に移行している

ような財産的な物というのはあるのかどうか。その

辺ちょっとお聞きしておきたかったんですけれども。   

●角田委員長  答弁調整に時間かかりますか。 

はい、答弁調整のため若干時間をとります。 

●角田委員長  高橋委員。 

●高橋委員  今言ったとおり、細かいものはいい

です。 

小さいものは別としまして、そこは判断にお任せ

しますけども、ある程度中身的に大きな物、もしく

は物品でもこれはという物が既に市の方の財産とし

て何か挙がっているものがあれば、この際そういう

部分での引き継ぎがどうなっていたのか、逆に市と

しても漏れがないのかどうかも含めて、きちんと確

認をしておく必要はあるのかという部分で、あえて

20年度ベースまでの観点で結構ですから、そういう

部分でお聞きしておきますのでよろしくお願いしま

す。 

――――――――――――――――――――――― 

午後 １時０６分  休憩 

午後 １時０８分  再開 

――――――――――――――――――――――― 

●角田委員長  それでは、委員会を再開いたしま

す。 

地域再生推進室総括主幹。 

●芝木地域再生推進室総括主幹  今の高橋委員の

質問にお答えします。 

第 3セクターが破綻してから市の方に移行してき

た財産としまして、夕張観光開発株式会社が所有し

ておりましたファミリースクールひまわり、それか

らホテルシューパロの後ろにあります別館美登利、

こちらの方が市の方に財産として移行してございま

す。 

●角田委員長  高橋委員。 
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●高橋委員  本当にそれは大きな物ですね。 

建物については我々もわかっています、ひまわり

ですとか美登利。これに関しては市に移行して、特

にどの場面かは別として、別館美登利の関係も市に

移行されたことで特に冬場の除雪対策も含めてと、

質問も以前していると思うんです。そのときには、

市の方で対忚していくということでしたから。 

私は今聞いたのは、確かに代表的な物ということ

でお聞きしたんですけども、建物云々じゃなくて、

何か物品的財産としてとにかくあの当時、あれだけ

のいろんな大型施設、あるいはいろんな施設があっ

た中にいろんな物品も含めてあった。ご承知とおり

すけど。 

特に建物以外の部分で、何か市の財産として既に

扱っている物が何かあるのか、ということですけど

も。 

●角田委員長  答弁調整のため、若干休憩します。 

――――――――――――――――――――――― 

午後 １時１０分  休憩 

午後 １時０３分  再開 

――――――――――――――――――――――― 

●角田委員長  それでは、答弁調整終わりました

ので再開したいと思います。 

総務課総括主幹。 

●三浦総務課総括主幹  本当に大きな建物とかに

ついては、今、地域再生推進室総括主幹からお答え

したとおりなんですが、そのほか物品類に関してど

ういった物が引き継がれているのか、あるいは管財

人を通して処分されたものがあろうかと思いますし、

詳細について今、ちょっとお答えしかねますので、

この場については保留をさせていただきたいと思い

ます。 

調査して、後ほど、どこかの場面でお答えさせて

いただきたいと思います。 

●角田委員長  決算特別委員会でありますので、

私の方でその辺の詳細についてはお受け取りして、

以後皆さんに周知をするということで。 

はい、ではほかに。 

高橋委員。 

●高橋委員  これはいずれにしても、先ほど言っ

たとおり当時の特に観光施設含めてもろもろ、まし

てや財政再建団体以降、職員が大量にお辞めになら

れた部分もある。引き継ぎもうまくされていない部

分も当然あるし、今の方々にすべてそれどうなって

いるのかと聞くのも酷な部分もあるのかもしれませ

ん。 

ただ、目に見える財産的なリストという部分につ

いては今一度、市の方も今後のためにも整理されて

おかなければ、後々何か出てきたときにこれがどこ

に市の財産としてというような話になっていくのか

という部分を懸念されますので、今日の場面ではな

かなか物品的な部分は押さえ切れてないということ

でありますからこれ以上聞いてもあれなので、総括

主幹の中でどこかの場面で、どの場面になるかは別

としてある程度整理をされた中で、今一度やられた

方がいいのかという部分もありますので、今後の対

忚の中で議論させていただければと思いますので、

よろしくお願いいたします。   

●角田委員長  ほかに。 

高間委員。 

●高間委員  住宅の滞納のことでちょっとお聞き

したいんですけれども、6月で報告された時点で 587

世帯で約 4億という金額が出ております。 

こういう状況の中で、ここまで大きな額になった

わけというか、理由というのはどういうところにあ

るのかということと、また市として保証人制度とい

うものも用いられていると思うんですけれども、ど

のような活用をされてきたのかということでちょっ

とお聞きしたいと思います。 

●角田委員長  建設課長。 

●細川建設課長  高間委員の質問にお答えします。 

なぜここまで滞納額が累積しているかということ

でありますけども、多分、従前厳しい対忚を取っ 

てこなかったということだろうと思います。 

かといって、今回の 19年から 20年度の滞納額で

すけども、約 2,893万 9,000円増えています。昨年
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度からみると収納率で 0.34 パーセント落ちており

ます。 

実態としては昨年初めて、今までやっていません

でしたけども、住宅の明け渡し訴訟という形で法的

措置までやってきましたけど、残念ながら効果とし

て現状のところ見えていないのかというところであ

りますけども、今後こういう取り組みを継続してい

く中で、改善を一歩一歩図っていきたいと考えてお

ります。 

保証人についてですけども、多分 6月の議会で

正木議員の保証人の関係の質問にお答えしていると

思います。 

今まで、連帯保証人については債務を弁済する

ような形では対忚してないわけですけども、そうい

う対忚もしたらどうなのかと、そういう質問でござ

いました。 

これについては 6月の答弁でも申し上げていま

すけども、従来連帯保証人については債務を求めな

いという形で過去に答弁もあったようですけども、

この辺についてもほか市の状況を勘案しながら前向

きに検討していきたいと考えております。   

●角田委員長  高間委員。 

●高間委員  ここまで大きくなった理由として収

納に対して甘かったいうことですね。 

夕張市営住宅条例という中にも、市長は入居者が

次の各号のいずれかに該当する時は当該入居者に対

して当該市公営住宅の明け渡しを請求することがで

きるということで、その(2)の中にこの使用料を 3

カ月以上滞納したときと明文されているわけですね。 

ここまで大きな問題になってきた要因は、今課長

の方からお話しがあったわけでありますけれども、3

カ月をめどにここがひとつの大きなヤマになってい

くのかと思いますので、決められていることしっか

り行政として守っていただきたいと思います。 

また、非常に大きな金額であるし、市民の方も大

変大きな何ていうのでしょうか、あれを持ってらっ

しゃいますので、ぜひとも行政の責任としてこれは

回収していただきたいと思います。 

広報なんかも見ますと、何の連絡もなく滞納を続

けている方が多いとか、収入申告も行われていない

ために最高額家賃で算定されているとか、支払う意

欲がまったく感じられない入居者が多いという相手

方の理由が述べられているんだけれども、やはり行

政としての責任も多分ありますので、やるべきこと

をしてこなかったという責任も多くありますので、

ここまたしっかりと頑張っていただきたいと思って

おります。 

●角田委員長  市長。 

●藤倉市長  今の高間委員のご質問とご意見に、

私もちょっと述べさしてもらいますけど、これだけ

滞納が溜まったのは市の責任、行政の責任として何

とかしろというふうに伺えるんですけど、行政、市

の責任なのだろうか。 

市民の良識、市民の支払い義務、モラルの欠如な

のか非常にこのところが。 

それから、市が厳しくやるというのは今決まった

とおり、3 カ月間払わないと、もしくは場合によっ

ては裁判に持ち込むとか明け渡しを要求するとか、

そういう言葉が適切かどうか、市の責任の中で強制

執行。3 カ月経ちましたから民間の大家じゃありま

せんけど立ち退いてくださいと、こういうことで一

括にできるものなのか。決してそうじゃないでしょ。 

ですから、その中で市としても督促、支払いに関

する回収に努力は重ねますけども、ここのところは

市民の皆様の良識、支払い義務、モラルの欠如、こ

ういうところについても行政としてはよく指導して

いきたいと、このように思っております。  

●角田委員長  高間委員。 

●高間委員  言われることは本当もっともだと思

いますけれども、市民を育てていくのも行政の役割

りかと思います。 

すべてが市民のモラルで良い方向でいけば最高な

ことですけれども、そこは行政の方からもしっかり

と促していくということもひとつの大きな役割では

ないかなと思いますので、結果的に双方であります

けれども滞納して困るのは行政でありますので、そ
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こら辺しっかり考えていっていただきたいと思いま

す。 

●角田委員長  一つ確認しておきたいと思います。 

建設課長の答弁の中に、連帯保証人に対する扱い

について、連帯保証人についてはその責を問わない

というように聞こえたんですけど、今後も連帯保証

人の扱いついてはそういうことでよろしいでしょう

か。 

建設課長。 

●細川建設課長  責を問わないと、そういう過去

に議会答弁があったということでお話しました。        

ただ、今後についてはこれだけ滞納額が累積して

いるという中で、連帯保証人というのは債権者と同

格だということからすれば、非常に重たい責務があ

るということであります。 

そういう意味で、ほか市町村の実態も含めながら、

どういう対忚がいいのか検討していきたい。そうい

うことでございます。   

●角田委員長  これから検討ということになるの

でしょうか、その部分についていいですか。 

これまでの議会答弁も含めて、いわゆる連帯保証

人について責任は問わない形できました。 

これについても、4 億何がしの費用も滞納がある

ということの一部原因になっていることも現実的で

あろうかと思いますし、本人が利用するということ

での責任、そしてそこに連帯者に対する迷惑を含め

て安易に払わない、払えないからということにはな

らないんだという基本的なルール化は示す必要があ

るのではないかと。今後についてはそこら辺をしっ

かりと示した中で、利用者側、そして保証になる方、

本人にとっては身近で大事な人であります。    

それらの人たちに迷惑をかけないということも、

収納率を高めるためには必要な声かと思われますの

で、本来は前向きに検討していただきたいのですが、

いかがでしょうか。 

市長。 

●角田委員長  ただいまの質問でとにかく今大き

な問題は、住宅料の未納による多額な額、行政が困

るというよりも市民自体が行政運営の中で困るんで

す。  

ですから、今の質問の中で収納を強化する意味で

連帯保証人に対する支払い要求、これもやっぱり私

は、連帯保証人になるということは民間でも誰でも

そうですけども、あなたが払わなければ私が代わっ

て払いますというのが連帯保証人ですから、当然、

連帯保証人に対する請求の権利はありますので、今

後前向きに収納回収を強化するために検討というよ

りも、実施に向けて考えていきたいと思ってます。 

●角田委員長  ほかに、収納対策について何か。 

加藤委員。 

●加藤委員  住宅の関係が出ましたので、本来市

民である以上納税の義務というのはあるわけで、あ

たり前の話ですけど、それだけ待っていても滞納が

解決するわけでないと思うので具体的にお聞きしま

すけれども、ほかの税も後でお聞きしようと思って

るんですけど準備しておいてください。 

住宅ですけども、監査報告の一番裏のページに主

な収入金の滞納状況ということで、現年度について

は昨年の収入未済額よりも尐なくなっているという

ことですけども、過年度が一概に比べられないと思

うんですけども、15年度と比べると相当数増えてい

る。 

この過年度分がどうしてこういう状況なのかとい

う部分が何か大きなものがあるとすれば、それを 1

点まず先にお聞きしたいと思います。 

●角田委員長  建設課長。 

●細川建設課長  先ほども触れたかと思うんです

けども、今年の場合でいけば約 6億の調定額に対し

て、約 92.6パーセントくらいの収納率と、7パーセ

ントから 8パーセントの部分が毎年滞納額として累

積されるような形となっております。 

金額にして、単純にちょっと仮に計算しますと、6

億に対して 8パーセントだとすると 4,800万が未収

額となります。それに対して滞納繰越しの徴収が

1,000 万程度あって、さらに不納欠損が約 1,000 万

と、2,000 万減るので 2,800 万が滞納で累積してい
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ると、そういう形が恒常的な形で続くようになって

いるのが現状だと思います。 

実態としては現年度の収納率を上げていくという

ことが大変大事だろうと、私たちは日々考えながら

現年度の収納率を高めるような努力を現状している

ところでございます。 

●角田委員長  加藤委員。 

●加藤委員  先ほど課長の方からもあったとおり、

過去の住宅料だけにこだわらないんだと思うんです

けども、例えば住宅料にしてもその滞納を整理する

職員がいなかったと思うんです。 

税を取る係はありましたけど、それぞれの住宅な

んかにという使用料を、滞納を処理する人材がいな

かったというか、数がいなかったということだと思

うんです。 

それは、過去の状況においてはそれでも収入があ

るから問題視してこなかったのも、議会のことだっ

たと思うんですけども、そういう意味で言うと絶対

数はいないわけですから、どういう整理をしていく

かっていうのは現実の対忚をしなきゃなんないと思

うのですが、ただ過年度分はどうでもいいよという

ことには当然ならないですし、市長も先ほど言われ

たとおり、払うべきものをきちっと理解をしていた

だいてということになると思うんですけど。 

それで、9月の広報になるので 20年度の決算とど

うなるのかというのがあるんですけども、こういう

書き方をしているんですね。 

支払いが苦しくなったと相談をされる方には、そ

の状況に忚じて減免を行っていますが、何の連絡も

なく滞納を続ける方も多いのが現状です。 

それと、一番下段の方の右端にいろんな滞納をし

ている中でのいろんなことがあるんですけど、その

一番最後に連絡先不通、電話番号の変更、電話なし

の方が 107名となっていますということ。 

これ、市外の人のことをいっているのかどうかち

ょっとわからないんですが、これを市民が見ちゃう

と連絡先不通でそれでいいのという話になるんだと

思うんです、単純に考えると。 

その辺の部分で多いのが現状であるということと

連絡先不通、減免申請をしていないと、一番最後に

収入申告は必ずしてくださいよということも含めて

所得によって住宅料が変わりますからという説明を

されているので、それはそのとおりだと思うんです

けども、この連絡先不通だとか相手と折衝できてい

ないという部分があるやに聞こえちゃうものですか

ら、そこら辺の状況を教えていただきたいと思いま

す。 

●角田委員長  建設課主幹。 

●佐藤建設課主幹  加藤委員の質問にお答えしま

す。 

今回、広報に記載した目的からお話させていただ

きます。 

20年度決算委員会ですけども、今、21年の中で滞

納の問題がどういうメカニズムかということを今、

担当スタッフで検討しています。 

その中で、ここまで滞納が膨らんできた一つの原

因に、今、加藤委員が言われた連絡が取れないとい

う方が実際におります。というのは、入居時に連絡

先、緊急連絡先、必ず申込み時に記載をしてもらっ

て、私たちの台帳に記載する。その後、携帯電話だ

とかそういうものが普及して、どんどん変わってい

るけども、連絡が取れない方が実際におります。市

外に出て移転を繰り返して取れない方もいますし、

現状連絡は取れないけれども市内に住居を借り上げ

ているという方もいます。 

今、その方に個別に自宅の訪問とか積極的に行っ

ているんですけども、居留守だとかなかなか面会で

きない部分もあって、その部分を 107という形で載

せております。 

●角田委員長  よろしいですか。 

加藤委員。 

●加藤委員  住宅に住んでいるから、そこにいる

はずですね。まず電話あるないかは別として。 

ただ、夕張の状況ですから、市外に職を求めて住

基は置いているけどもほとんど在籍してないという

か、荷物を置いたまま１カ月も半年もいないという
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方もいるかと思うので、そういう部分で市内の方で

あっても実態を把握できない。だから、その方に減

免させようが所得申告させようが、なかなか出てこ

ないというのが現実なのかと思うので、それにして

も個々に対忚できる、今現在もいわゆる滞納処理な

り納税督促をする作業が間に合ってないと私は思っ

ていますので、あまりそこをどうしたんだ、どうし

たんだと言うと大変なことなんで、別な意味での対

忚をぜひお願いをしたいと思うのですが。 

それで、市外の関係ですが、住宅は該当しないの

か、市税も含めてお聞きしたいんですけども、確か

道と、特に道市民税の場合は道民税も入ってくるか

ら道の職員と連携を取って徴収をするとお聞きして

いるんです。方法としては道市民税ですから、当然

のごとく道が入ることがあるので、例えば札幌に転

出した方がこっちからわざわざ取りに行かなくても、

道の職員がそういう対忚ができるのかと思うのです

が、そういうことをしていると聞いていましたので、

その辺の状況も含めてお聞きしたいのと、例えば近

隣の市町村と連携を取り合って、確か渡島かどっか

で、七飯町付近でやっていたと思うんですけど、市

町段階でおかしいんですけど、自分の所の使用料、

税金を取りに行くのは取りづらいからほかの町の人

に取ってもらうという、そういう連携をとるという

のが聞いたことあるんです。 

そこら辺の空知段階なり、南空知段階なりでお互

いに集め合いしようと、そんなような動きがあるの

かないのか、そこら辺もお聞きしたい。 

●角田委員長  総務課総括主幹。 

●三浦総務課総括主幹  市外の道職員も含めた取

り組みを加藤委員もご承知のようですので、そこか

らまずご説明したいと思います。 

平成 19年度から 20年度にかけて道職員、空知支

庁の税の専門職員ですけども、1 年 7 カ月ほど短期

併任制度という制度を利用いたしまして人的な支援

をいただき、職員のスキルアップを図りました。 

具体的には週に 1回程度、月に 4、5回、実際に夕

張市役所の方にこの専門の方に勤務をいただきまし

て取り組みを進めてきました。 

ご指摘のとおり、市税とともに道税も徴収される

ので、この空知支庁の職員を通じて直接徴収をして

もらった、道の職員の方に直接徴収をしてもらった

という、実際にやっておりましたし、成果も挙がっ

ております。 

ただ、20年度に移りましからはこれらのノウハウ

をいただいた上で、夕張市としては主に自主的に財

産調査なり預金調査なり、特に市外の方に向けては

そういったことのノウハウをいただきまして、自主

的な取り組みを進めて実績も挙げているという実態

にございます。 

それと、広域的な納税の機構のお話がございまし

たが、確か北海道で一番最初に渡島管内の方で滞納

整理機構という形で複数の市町村が集まって組織を

して、一定程度の区域の中での自分の自治体以外の

徴収を図っていくというような整理をする道として

の組織なり機構を設立しながらやっているという箇

所も道内にございます。 

空知管内でも数年前にそういった構想というか、

取り組みが一時話し合われたことがあるんですけれ

ども、残念ながら空知管内では広域的な取り組みに

関しては実施に至っていないというのが現状でござ

います。 

以上です。  

●角田委員長  加藤委員。 

●加藤委員  道の力をお借りしながら道市民税を

徴収するということも含めて、それから今、近隣で

もしやるとしても夕張の滞納されている方がどこに

行ってどういう状況かというのをこちらから提供し

ない限り集めようがないわけで、そういう面では後

追いをきちんとしていかなければならない。その作

業も膨大なことになるのかなと。 

できたとしても、そういう作業は自分のところで、

そっちへ行ったからお宅にお任せしますということ

にはならないと思うので、そういうことは原則とし

なければならないと思いますので、今後どう展開す

るか別としてもやはりほかのまちから滞納して夕張
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に来るという人は尐ないかと思うんですけれども、

お互い自治体が同じ悩みで苦労していると思うので、

そんなことも市長会なりそういうところが、どこの

首長さんも悩んでいることだと思いますので、そう

いうことも投げかけして要望をさせていただきたい

と思います。 

何点か、先ほど税目毎にお聞きしようと思ってい

るんですけども、収納率の中で極端に、極端ではな

いんですけど、動きがあるということで監査委員の

コメントがあるので、こういうことで理解をすれば

いいのかと思うのですが、例えば市税の現年度分、

収納率 19年度から 20年度で現年度分上がっていま

す。金額は別として収納率は上がっている。 

ただし、過年度分の収納率も市税の部分について

上がっている。全体的にみると、逆に言うと下がっ

てきているんですけども、ここら辺の絡みで市税の

部分について今一度この辺の状況、何が効果を表し

たのかお知らせ願いたいと思います。 

●角田委員長  総務課総括主幹。 

●三浦総務課総括主幹  委員ご指摘のとおり、収

納率に関して申し上げますと、今ご指摘のありまし

た市税を除く科目につきましては概ね最近、景気動

向の低迷等の反映と推察いたしますが、収納率は若

干減尐傾向にございます。19 年度から 20 年度に関

しては一つひとつ申し上げませんが下がっていると

ころでございます。 

ただ、それに逆行するかのように市税全体に関し

ては収納率が上がっている。 

この理由につきましては、平成 20年度におきまし

て倒産しました第 3 セクター2 社に対する交付要求

をしておりましたが、この交付要求をしておりまし

た金額、2 社合わせまして市税、固定資産税が非常

に大きいんですけれども 2,704万 1,000円の交付要

求に対して、2,471万円、配当率にいたしまして 91．

4パーセントの配当額がございました。 

2,471万円という額は非常に大きくて、平成 20年

度における市税の調定額全体の 2．3パーセントに相

当する大きな額でございまして、これが減尐する逆

行の中にあって増えた要素ということでご理解いた

だければと思います。 

●角田委員長  加藤委員。 

●加藤委員  第 3セクターの部分というと過年度

分になるのですか。それとも、現年度にも関わって

改善されたということになるのでしょうか。 

●角田委員長  総務課総括主幹。 

●三浦総務課総括主幹  お答え申し上げます。 

ただいま申し上げました 2,471万円というのは、

現年、過年あわせての額でございます。 

これを振り分けますと、現年度で収入されている

ものは固定資産税が主ですが 130万 4,500円、過年

度分につきましてはこれはいろいろな科目、市民税、

法人税、固定等々ございますが 2,340万 5,982円、

この中でも圧倒的に固定資産税の過年度分の額が多

い内容となっております。それで固定資産税の過年

度分が異常に収納率が高い状況に反映されておりま

す。 

●角田委員長  加藤委員。 

●加藤委員  わかりました。 

これが良かったということでしょうけれども、全

体的な収納率からすると基本的には変わっていない

という前の部分が、そういう形の中で収納できたと

いうことですけども、それで全体的に前々いろんな

論議をしているんですけども、特に金額の大きな部

分、国民健康保険料、住宅使用料。これはもしかす

ると同じ方が住宅に入って、国保を払っていると。

それが何かの状況によって、仕事の状況も含めて尐

し遅れちゃうと、両方の金額になると相当の金額に

なると思うんです。 

先ほど建設課長も言ったとおり、1カ月、2カ月遅

れると段々払えなくなって、今払う分だけでも精一

杯だとなると、過年度になって過年度を取るか今を

取るかという部分になり、どっちを取るかの論議に

なってしまうのでなかなか大変なことですけども、

実態として一人で住宅も国保も市税も何もかにもと

いう、その辺の状況は把握しているかどうなのか。 

当然のごとく、正式名称は忘れましたけど収納対
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策委員会というのか、全部の税なり使用料を含めて

論議しましょうやということでずうっときていて、

ちょうど 18 年、19 年の状況はそういう状況でなか

ったのでなかなか機能していなかったというのは、

19 年度の決算でもやりとりしたような記憶はある

んですけども、20年度に関してそのことも含めて全

体的な収納の対忚の連携がどういうふうにとれてい

るのか、報告を願います。 

●角田委員長  総務課総括主幹。 

●三浦総務課総括主幹  お配りしました横表の滞

納状況一覧表の数の内訳として、一番最後の計数で

すが、3,212 名ということで記載をさせていただい

ております。ただ、冒頭申し上げましたように、こ

の数につきましては各税目の延べ人数になっており

ます。 

それで、この滞納状況の表を作るに当たって名寄

せ的なもののリストアップをした中で、ランクをそ

れぞれ当該の水道なり住宅なりも含めまして担当者

と話し合いながらこれを作成したわけですけれども、

約ですけれども、実際の頭数っていいますか、言葉

は良くないですけども、実際の個人の数でいきます

と、これが恐らく１,490人くらいだと押さえてござ

います。 

ですから、単純にいきますと一人 2点、何税目か

ということになりますが、これが実際にこの方がど

れとどれとどれ、中にはご指摘のとおり 3税目なり

料なりとか複数滞納されている方もいらっしゃると

思いますし、1 つの税だけ滞納されている方も数多

くいらっしゃると思います。 

その具体的数字を完璧にはデーターとして押さえ

切れていない部分ですので、数字としてはこういう

程度でご了解いただきたいと思いますし、普段の業

務からも続いていまして、我々収納を担当する係と

しては日常的に市内を訪問したり徴収したりしてい

る嘱託職員が 2名配置をされておりまして、収納対

策に関しては非常に戦力となって日常的な業務をこ

なしていただいておりますが、特に滞納の額、件数

ともに多い住宅、それから上下水道の係とは額の多

い対象者というのは一定程度従来からの取り組みの

中であぶり出されておりますので、日常的な中でも

情報交換をしながら連携した取り組みを継続的に行

っていると、こういう状況でございます。  

●角田委員長  加藤委員。 

●加藤委員  連携を取られているのは当然のこと

だと思うので、その正式名称をちょっとあれですけ

ど、市の対策委員会っていいましたか、これは 20

年度何回か開かれているのか、定期的なのか、それ

とも何かあった時にみんな集まれやという形で不定

期というか、その辺の状況どうなんでしょうか。 

●角田委員長  副市長。 

●羽柴副市長  委員会の委員長になっております

ので、19年再建団体に移行してからやはり歳入の増

というのは歳出の削減と両輪ですので、そういう取

り組みをしましょうということで、このお配りして

いる滞納の一覧表についてもなかなか連携をしなけ

ればこういう数値もなかなか出てこない。 

ですから、いろんな法制上の各担当で所管する数

値についてはできるだけ情報交換もしながら、1 人

で重複しているという滞納者の方々も多いですし、

今そういう取り組みをしているということもあるん

ですけども、そういうもろもろの取り組みをすると

いうことで、対策委員会は本来であれば定期的にや

って 19年度あるいは 18年度くらいのときにはその

当時、これは大きく、先ほどもちょっとあったんで

すけども、行政体制の部分もかなり大きく関わる部

分なんです。 

高間委員からもいろいろとご指摘、行政としての

責任を果たすべきだというようなご意見もありまし

たけれども、そういった大きく情勢が変わっている

というところもあったので、19年、20年、そして今

ご指摘の20年についてはこれ1回ぐらいあったかな

と、私も記憶は定かでないですけども、不定期にな

ってしまっています。 

これは今、いろいろな取り組みの中で歳出、懸案、

いろんなものがたくさんありまして、なかなか収納

に適正な人員配置がされているかということも全体
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論としてあるのかもしれませんけども、それぞれの

職場、非常に厳しい人員体制でやっておりますので、

そういったところに若干影響が出てきている。 

ですから、平成 20年については収納対策委員会、

正式なそういう委員会としては本当に 1回くらいあ

ったかというくらいで、本来であればもっと開催し

て状況をこまめに把握しながらどういう対忚が取れ

るのかということは、本来やっていかなければなら

ないと。 

我々としても、庁内的には反省すべきところもあ

りますし、そういうふうに感じているところもたく

さんあるんですけども、そういったことで収納対策

委員会は現状については不定期になってしまってい

るという現状でございます。 

●角田委員長  加藤委員。 

●加藤委員  20年度の実態はわかりました。 

これ、提案になるのかそれが正しいのかどうかは

別として、今、夕張再生に向けて職員の皆さん頑張

っていると。その中で、滞納を優先すべきか今やる

ことを優先すべきかとなってきたときに、今やるこ

とを先にしなければならないというふうに追われて

しまうと思うんです、現実の話。 

住宅の係の中に１人滞納だけをやる人だとか、国

民健康保険の係の中に国民健康保険を取る人だけ１

人与えるという状況にはないと思うので、そういう

面で言うとそうはいってもプロジェクト的に皆集ま

ってということでいいのかどうかという部分では管

財、税務の方が窓口になってくるんでしょうけども、

やはり法的な処置を含めて給与の差し継ぎだとかい

ろんなことを含めて専門的な知識がどうしても必要

になると思うので、ひとつの方法としてはこれらの

部分を統括した係をどこかに設けて、そこにしっか

り何人という数字を当てはめてしまうとかしていか

なければならないでしょうし、例えば住宅の問題で

すると高い家賃を払えるのか、この人はという部分

で、今もやっているでしょうけど、低家賃の方に移

ったらどうでしょうかといろんな政策的な部分を含

めて論議していかないと、背負ってる荷物は大きく

て入ってくるものは限られているんでしょうから、

その荷物を軽くする減免だとか、収入を見るとかも

含めて荷物を軽くすることと、入るところをいかに

大きくするかという部分が、先ほど水道料でも言い

ましたけど、やっぱり地域が活性化しないと業務用

の水道料が入ってこないのが現実の問題で、１担当

だけの処理ではないと思うんですけど、滞納処理と

いうのか、これからの滞納整理をするための政策的

なことも含めて、収納対策委員会がこのままそれで

いいのかどうか、職員の配置を含めてそろそろ検討

していかなきゃならないんでないだろうかと思いま

すので、もしその辺であればお聞きしますし、今後

の検討課題だということであればそういうことで要

望しておきます。 

●角田委員長  副市長。 

●羽柴副市長  ご指摘のとおり、このまま収納対

策委員会でいいのか庁内横断的なプロジェクトチー

ムでいいのか、あるいは科目、15項目にのぼる収入

科目がありますけれども、そういうところにそれぞ

れのセクションがありまして、担当課としては収入、

収納に取り組む職員も 1人工はないかもしれません

けども、必ずそういう役割をしている職員がいると

いうのであれば、それを一元化したらどうだろうか

というご指摘だろうと思うんですけども、これも過

去に何回か検討した結果、一元化することによるデ

メリットがある。 

それは、職員の資質の問題もあるんです。いろん

な法的だとか、いろんなものを 1人でやるというの

は限界がありますから、例えば国保は国保の担当者

をそれぞれ配置すればいいのかもしれませんけども、

なかなかほかの市町村を調査した結果、過去にちょ

っとあったんですけども、それは大きな組織であれ

ばわりと一元化した収納課だとかをやっているとこ

ろがあって、当時 3年くらい前だったですけどもそ

れをやる専門的な知識を持った者を集めるというの

はなかなか体制的にできないということで、一元化

も今の夕張にとっては無理かと。 

それで、広域連携はどうだろうということがあっ
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て空知でもやったんですけども、これは負担金の問

題が出てくると。負担金は、実際負担金を出すとそ

の見合い分の効果がある滞納分を取れるのかどうか

ということで非常に悩ましい問題で、負担金との兼

ね合いでいけばやはりなかなか成立しなかったんで

ないかと、そういうような経過もありまして今後の

検討課題ということでありますけれども、今、18年、

19 年再建団体を境にして組織も大きく半分になっ

ています。 

さらに効率的な人員配置を求められますので、そ

ういったことも積極的に検討していかなければなら

ないと考えておりますので、今後の課題とさせてい

ただきたいと思います。 

●角田委員長  よろしいですか。ほかに。 

伝里委員。 

●伝里委員  先日の一般質問でも質問させていた

だきましたが、し尿処理の関係でちょっとお聞きい

たします。 

現在、下水道処理、この間も質問いたしましたが、

下水道処理場で出る汚泥処理は 530万かかっている

ということがここに出されています。 

そこで、し尿処理場で出る汚泥はどのような、こ

ちらでは汚泥処理手数料というのは記載されていま

せんが、現在どのように処理されているのか、その

辺をちょっとまずお聞かせください。   

●角田委員長  市民課長。 

●天野市民課長  今ご質問されましたし尿処理で

すが、し尿処理につきましては一般廃棄物になりま

す。 

条例で謳っております廃棄物処理及び清掃に関す

る条例の中の 10リットル 44円、その中で処理しま

して、これはし尿処理を処理する経費ということで

一般廃棄物処理業者が処理する料金ということで運

搬料という手数料になっております。したがって、

し尿処理の処理料ではありません。 

それと、処理場から排出されるし尿処理を処理し

た汚泥につきましては、当然一般廃棄物となります

ので富野の方に運搬し、処理しているところであり

ます。 

●角田委員長  伝里委員。 

●伝里委員  一般に言われている汲み取り料の中

には処理料というのは含まれていないということで

よろしいですか。 

●角田委員長  市民課長。 

●天野市民課長  これは、処理業者の市の処理料

金ということでの運搬料ですので、し尿処理の処理

料金は入っておりません。 

●角田委員長  伝里委員。 

●伝里委員  一般会計からすべて処理されている

ということだと思います。 

先日の一般質問の中でもし尿処理場が新しく建設

するという予定が出されましたが、その中で汚泥処

理施設も建設予定だというお答えをいただきました。 

これで、し尿処理場で出た汚泥はそこの汚泥処理

施設で処理するわけですが、これからのことになる

と思いますが、現在は一般会計から出され、受益者

負担してないということですね。 

受益者が汚泥処理代を出していないということに

なりますが、その処理場ができたときにはどのよう

に考えていますか。 

このまま受益者負担しないのか、それともし尿処

理場で出た分は汲み取り分に加算するつもりなのか。 

これは、下水道で出された分、下水道代として受

益者負担してますね、現在。 

その辺の不公平感は出てこないのかどうかという

ことをお聞きしたいと思います。 

●角田委員長  市民課長。 

●天野市民課長  先日の質問の中で、し尿処理場

を新しく建設の方向で進めているということで、現

在の料金が 10リットル 44円でいいのかどうか、今

後新しく作る施設にし尿処理を入れて処理する。ま

た、汚泥を入れて処理する。 

今の料金体系でいいのか。これは今後議論して、

料金体系というのを検討していかなければならない

かと思います。それまでには料金体系をきちっとし

た形で整理していきたいと考えております。   
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●角田委員長  よろしいですか、はい。ほかに。 

はい、伝里委員。 

●伝里委員  教育委員会にちょっとお聞きしたい

んですけれども、現在、学校の敷地に生えている雑

木、草の処理はどのようになさっていますか。     

●角田委員長  教育課長。 

●秋葉教育課長  学校敷地の雑草であるとか、立

ち木の伸びすぎた部分の処理の話だと思います。 

一般的に雑草につきましては、校舎の周りである

とかグラウンド、これにつきましては学校に配置を

しています用務員の方が一定の処理をするというこ

とで。 

あとは立ち木ですね。これが非常に大きくなり過

ぎた場合についてはなかなか用務員さんで対忚でき

ないという場合もございますので、これにつきまし

ては例えば北電さんの支援であるとかという形で、

高所作業車ですね、こういうものを利用して処理を

している実態はございます。 

以上でございます。  

●角田委員長  伝里委員。 

●伝里委員  現在、隣接する民有地から苦情等出

てないでしょうか。 

ちょっと私の耳に入ったところによると、学校の

敷地から根が張り出して農地に入り込んで困ってい

るという苦情が出ているのですが、そういう処理代

はこの決算とかに出ていないようですけれども、そ

の辺はこれからも盛り込まれていかないのでしょう

か。 

●角田委員長  教育課長。 

●秋葉教育課長  個々の事例で今、伝里委員の方

からあった、例えば立ち木の枝と根ですか、それが

民有地にという話ですが、ちょっと私は承知してお

らないのですが、仮にそういう状況が生じた場合に

ついては、当然市で処理をすべきとものと指導して

いるところです。 

以上です。  

●角田委員長  伝里委員。 

●伝里委員  わかりました。 

参考までにどういうところに予算というか、今回

決算で盛られるとしたら、どういう項目になるので

しょうか。   

●角田委員長  教育課長。 

●秋葉教育課長  お答えします。 

それぞれ小学校費、中学校費、これがそれぞれの

小学校、中学校の維持管理運営に関する予算となっ

ておりますので、例えば小学校費でありましたら小

学校管理費の委託料であるとか、需用費、修繕料と

か、この辺のところに予算が入ってくるのではない

かと考えております。  

●角田委員長  はい、ほかに。 

正木委員。 

●正木委員  ごみ袋のことでちょっとお聞きした

いんですけども、収入的には 4,135万 7,160円とい

う数字が出ていますし、ごみ手数料として 572 万

3,000 円というのが支出されているようですが、こ

れ役所で作りますね。 

作って各委託店に配付していると思うんですけど

も、その中で委託店の在庫なり市の在庫を押さえて

いるのでしょうか。   

●角田委員長  市民課長。 

●天野市民課長  在庫についてはすべて押さえて

おります。 

また、販売店の方の販売数も押さえている状況に

あります。 

●角田委員長  正木委員。 

●正木委員  印刷されるときは単価的に安いんで

すけども、製品になると金券と同じという委員会で

もそういう発言がありましたけども、金額的にもし

よろしければ、押さえているのであれば報告願いた

いんですけども。 

●角田委員長  市民課長。 

●天野市民課長  数字については今、手持ちに持

っておりませんので、後ほど報告させていただきた

いと思います。 

●角田委員長  正木委員。 

●正木委員  いくら委託製造して、市でいくらで
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販売して、各委託店に何ぼあるか。 

そして、販売金額が結果的にいくらという逆算し

かないと思うんですけども、そういう数字で結構で

すからよろしくお願いします。 

●角田委員長  ほかに。 

高橋委員。 

●高橋委員  補助金関係の部分でお尋ねしていき

たいと思います。 

これは全般的に関わる部分、あと個別の部分もあ

るんですけど、あえて大綱的な部分で全体にも関わ

りますのでこの場でお聞きしていきますけれども、

今、ご承知のとおり財政再建移行後、市民活動費で

すとか各団体における補助金、そういった部分含め

てすべてゼロベースというのが基本とされておりま

す。 

その中で、当然やむを得ない部分もあるんでしょ

うけれども、何でもかんでも、例えば地域なり団体

にボランティアでやっていただくとか、そこには限

度というものもございますし、逆に言うと行政とし

てやらなければいけない団体なりそういったももの

も出てくると思うんです。 

例えば、たまたま私もちょっとそこの役職の中で

委員のメンバーに入っているんですけれども、市民

活動費の中で交通安全の推進委員会なんかは市長が

会長です。 

こういった市として、行政としてこれは本来進め

ていかなければいけない、責任を持たなければいけ

ない業務事項、そういった部分も含めて今、すべて

補助金ゼロということになっているんです。 

これは、いろんな予算編成に関わるまでの経過の

概要ですとかもろもろの書類に書いているんですけ

ども、市民生活の安全・安心を確保することを最優

先にしてまいりましたということになっているんだ

けども、こういうものこそ本来、市民生活を最優先

する、直結する安全・安心の部分を行政としてやら

なければいけない最低限度の業務内容の部分じゃな

いのかと思うんです。 

このこと自体が今すべて、補助金も含めてゼロと

いうことになって、まして今、再生計画、懸案事項

に挙げてる中でもランク付けの中でも非常に下でラ

ンクされているわけで、Ａランクには挙げられてな

いわけです。 

そういうもろもろを含めて考えたとき、あえて 20

年度決算としての部分でお聞きしますけど、実質 20

年度の中でも決算書見ていってもほとんどの部分が

ゼロベースとなっておりますから、何でもかんでも

ということじゃなくて、こういったものこそ国や道

に対して必要最低限度の安全・安心を確保する観点

から、これ補助金の対忚として求めていくという計

らいをしていくべきだと思うんですけど、この辺は

全体論として市長いかがですか。 

●角田委員長  市長。 

●藤倉市長  高橋委員の方から破産に伴って補助

金をすべて大幅全部カットしている現状等について

ですけれども、今、委員がおっしゃるように 2年半

経ってきて補助金のすべてがカットでいいのか。 

やはり 2年間経ってみて、私が申し上げている市

民の安心・安全に直結するものがたくさんあるわけ

ですから、この補助金についても特に今、交通安全

推進というのはこれはもう国挙げての推進事項でご

ざいますから、この辺も検討の余地ありと私は思い

ます。 

検討していきたいと私は思います。 

●角田委員長  高橋委員。 

●高橋委員  これは本当に、今、市長の方からも

ご答弁いただいたとおり、国挙げて、道も含めてで

しょうけれども、今事例を出したのは交通安全云々

なんかは国挙げてこういった推進に取り組みなさい

と、月間によっては月間取締り云々とかということ

もやられて、市長が推進委員会の会長としてやられ

ている。やっていかなければいけないものであるし、

まさしく市民の安全・安心に直結する部分です。 

こういった部分こそは、財政再建云々とは関係な

く、この辺は市として主張すべき部分、あるいは今

の補助金すべてカット、すべてではないんですけど

も、やはりカットされた中にも見直しする部分が大
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きくあるのではないかと考えますので、この辺も今

一度、それぞれの担当課で精査していただきたいと

いうことで見直しをかけていただいて、これこそ再

生計画に反映していく予算組みが必要だと思います

ので、この辺もしあればまたお聞かせいただきたい

し、要望で終わるのであればそれでいいんですけど

も、お願いをいたします。 

●角田委員長  市長。 

●藤倉市長  要望として受けさせてもらいたいと

思います。 

●角田委員長  ほかに。 

島田委員。 

●島田委員  昨年度 4台購入しました除雪機の利

用状況をお願いします。 

●角田委員長  再生推進室総括主幹。 

●芝木再生推進室総括主幹  島田委員の質問にお

答えします。 

昨年度、補助金の 100パーセント使いまして除雪

機 4台を購入したところでございます。ただ、残念

ながら昨年度は尐雪暖冬ということ、私どもの宣伝

も足りなかったのか、残念ながら利用状況はゼロで

ございました。 

今年に関しては早くから広報等に載せまして、皆

様の利用促進をしていきたいと考えております。 

以上です。 

●角田委員長  島田委員。 

●島田委員  尐雪といいながらも雪は降ったわけ

ですから、貸出要綱の見直しが必要でないかと私は

思っているんですけども。 

今、配置してあるのが役所で管理するということ

で、本庁 2台、南支所 2台。これに対して、取りに

来てくださいということになっておりますね。 

取りに行くということは、車を用意して車にどう

やって積むかといったら、踏み板をかけますね。 

そこまで持っていれば大概の人は除雪機持ってい

るんです。そうなりますね。 

そういう除雪機持っていない方が利用しやすい制

度というか、地区にお任せするとか、例えば生活館

なども除雪機ありませんし、管理人が除雪している

体制の所もありますし、また分遣所も職員がいなく

なって各分遣所の除雪は分団員がやっているという

状況などもありますので、そういった部分に管理し

てもらうというのはどうなのか。 

その辺の要綱的な改正を考えておりますでしょう

か。 

●角田委員長  総括主幹。 

●芝木再生推進室総括主幹  昨年度、貸出要綱を

作った際に、現在の職員数の状況から考えてどうし

てもトラックで現地へ持って行く体制が取れなかっ

たという現状にございます。 

また、この除雪機を買った補助金そもそもの目的

はコミュニティー助成金といいまして、町内会活動

に資するものということなんで、消防とかそういっ

たことに関してはちょっと難しいのかと考えており

ます。 

分団という意味ですか、町内会として使うのであ

ればよろしいかと思います。 

●角田委員長  今、利用しやすい制度も含めて、

自分で役所まで取りに来て。軽自動車と。 

しかも、梯子を掛けて積むという作業は現実的で

ないというお話をいただきました。 

ここらの対策がもしできそうであればできる。や

はりあるものですから活用しなければならない、も

しくはそういう手間がかかるのであればあらかじめ

当番的に各生活館なりに期限を区切った中で貸出し

するとか活用方法について今、島田委員からお尋ね

があるかと思うのですが、その辺の活用方法につい

て、今後の対策としてあればお聞かせ願いたい。 

総括主幹。  

●芝木再生推進室総括主幹  先ほど申しましたよ

うに、個別に職員がトラックで運ぶということに関

しては難しいかと考えます。 

ただ、20年度の借りられてないという状況も考え

まして、市民の借りやすい方向というのも我々も考

えていかなければならないと思ってますので、今後

の検討事項とさせてください。   
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●角田委員長  島田委員。 

●島田委員  もう 1点ですね、やっぱり貸し出し

対象が最終的に団体となっているんです。 

私が隣の高齢者宅を除雪機借りて投げてやっても、

確かにボランティアになると思うんです。 

だから、私が個人的に自分の家をやるっていうの

はちょっと違うのかという感じはあるのですが、人

が集まらなければボランティアにならないというこ

とも検討していただきたいと思います。 

●角田委員長  要望でよろしいですか。答弁いり

ますか。 

   〔「要望でいいです」と呼ぶ者あり〕 

はい。要望でお願いいたします。 

ほかに。加藤委員。 

●加藤委員  会計の状況を 3点ほど、それぞれお

聞きをしたいと思うんですけども、まず健康保険事

業会計ですけども、私どもの議会報告集を作ったと

きに、国民健康保険加入者一人当たりの 1カ月の医

療費はこれぐらいになりますということで、去年と

いうか 18年から 19年の比べをした数字を報告書に

書いたんですけども、20年度がどうなってるかとい

うことですけども、18年度でいうと月平均2万6,609

円と、19年度の上期でいうと 2万 6,591円、19年度

の下期になって 3万 1,395円と上がっていると。 

これは前にもいろいろやりとりして、医療費が増

高してきてるんだということがあったんですけども、

20年度の 4月から 21年の 3月まで、この辺医療費

の国保の増高がどうなっているのかというのが 1点。 

それとあわせて、決算の数字と国保会計の決算の

数字、これも報告書に書かしていただいたんですけ

ども、これまで 17年度までに 9億いくらの負債があ

ったと。それを再建計画で精算をしたけれども、18

年度で 3,300万ほど、19年度で 8,100万ほどという

ことで赤字を伴ってきたけれども、20 年度から 10

年でこの赤字を解消したいということで、当年度は

573 万円を赤字解消したいというのが目標だったと

思うんです。 

今回の決算の数字とその辺がどのようになって、

今後どう推移していくだろうかというのをちょっと

お聞きしたいんですけど。 

●角田委員長  市民課長。 

●天野市民課長  はじめに、20年 2月から 21年 3

月までの一人当たりの医療費ということであります

けども、3月で 3万 1,000円、21年 2月で 3万 258

円です。 

一番尐ないときで、一人当たり 2万 6,571円であ

りました。一番番多いときで 3万 2,304円でありま

す。平均しますと大体 3万円前後となります。 

次に 20 年度の決算ですが、単年度収支黒字で

6,235 万 7,000 円、これは単年度黒字です。これに

つきましては、歳出において保険給付で大きく

7,400 万円ほどの減額となりました。それと、各費

目において実績による減額、これらも含めまして歳

出全体で約 8,396万 2,000円、これが減額になりま

した。この額につきましては、歳入欠陥補てん収入

予算を組んでおりますが、これに相当する分 8,240

万 8,000円が減額になったということであります。

これが大きな要因かと思っております。 

そして、歳入においては国庫支出金の療養給付費

の精算、これは過年度分があるのですが、当初みて

おりませんでした 1,146万の追加交付、それと調整

交付金、19年度の医療費との関連で市の算定を上回

る 7,700万円の増額交付となりました。また、共同

事業交付金、高額療養費の交付金ですが、これが歳

出との関連でマイナスの 2,127万 6,000円、これが

減額となります。また、保険料においても 670万円

の減ということで国庫金が約 9,000万増えたのに対

しまして、共同交付金 2,100万円、保険料の 670万

円、これを差し引きますと総体で 6,200万円余りの

単年度黒字となっております。 

したがって、19年度末で 8,683万 2,000円の累積

赤字が 20年度単年度黒字で 6,236万 4,000円、差し

引きますと、20年度末で 2,446万 8,000円の累積赤

字というふうに市民課としては分析しております。 

●角田委員長  加藤委員。 

●加藤委員  数字だけ見ると、当初 573万の黒字
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を出そうというのがそういう数字になったというこ

とで、単年度 6,200万ですか、それだけ見ると良か

ったと、来年以降もとなるんだけども、今のいろい

ろ上がった、下がった数字、来年も同じようになる

と理解していいのか。 

そうではないのではないかと思うのですが、21年

度の状況はこうだとはまだ言えないと思うんですけ

ど、それが即一辺に貢献していくことになるのかな

らないのか、その辺について。 

●角田委員長  市民課長。 

●天野市民課長  21年度ですけど、上半期まだ終

了しておりませんけども、当初の執行状況でいきま

すと大体予算ベースでいっております。 

これ以上増えないように医療費抑制を図っていか

なければならないと思いますので、予算どおり、目

標としては単年度黒字を目指して国保会計を運営し

ていきたいと思っております。 

●角田委員長  加藤委員。 

●加藤委員  その意味でも、先ほど医療費の増高

ですけども、高止まりというのか、19年度の下期の

3万1,300いくら、400円くらいの金額がずっと続く、

2月、そうですね。下期ですから、それ以降 3万 6,000

円、3万 1,000円、2万 8,000円、3万 3,000円とい

うことで 2月までずっときてると。そこまでいって

ないにしても、3万前後ということで、18年度の平

均 2万 6,000円からすると相当高い金額で推移して

いると、これはいろんな状況があると思うんですけ

ど。 

そこでひとつ健診の関係です。今、メタボ健診で

健診者が尐ないとペナルティー云々といろいろ言わ

れてきてるんですけど。 

それでちょっと聞いてますと、健診の仕方で市の

健診を受けたらそれは健診率に含まれるのでしょう

けど、自分が勝手に病院に行って、私はこういう健

診しましたというだけでは健診率に含まれないと聞

いているんですけど。 

登録した病院に行かないと駄目だという話を聞い

ているのですが、そこら辺、健診率の反映の状況は

どうでしょうか。 

●角田委員長  市民課長。 

●天野市民課長  医療機関に確認したいと思いま

す。 

ちょっとお時間いただきたいと思います。 

●角田委員長  ほかに質問があれば。 

加藤委員。 

●加藤委員  ちょっと誰に聞いたかあれですけど

も、ただ、私はここに行っていますというだけでは

市に申告してもそれは健診率に入らないと。あくま

でも市がお金を払って登録した病院でないとだめな

話をちらっと聞いたものですから。 

それでは、何ぼ頑張っても夕張の場合高齢者が多

いわけですから、あっちこっちの病院にかかってい

る人が健診をあえてする必要がないと思うんです。 

それで、率ですからそれが即医療費にどうなるか

というのは別としても、やはり健診を増やすのがい

わゆる医療費を下げる、国保会計を改善するという

ことだと思いますので、後でちょっと報告願います。  

次の方に移っていいですか。 

●角田委員長  はい。 

●加藤委員  次に、公共下水道の関係ですけども、

これは外部監査でも今後の 11 億以上の赤字の部分

をどうしていくかということは検討材料になってい

るというふうに。 

確か、外部委託するという話をしていましたし、

再建計画の中でもこれは連結の関わりで言うと一般

会計だけの処理では済まないということで、特別会

計含めた赤字解消を図っていかなければならないと

いう大きな課題と思うんですけど、これは今後の部

分があると思うので、この考え方が今後とも必要な

のかどうかというのが再建計画の中には使用料を上

げましたと。上げた以降、赤字になる部分は一般会

計から繰り入れしますということで収支ゼロになる

形でこの 2年間きてると思うんです。 

19年度、20年度、そのことがいいのかどうか、赤

字になればそこから補てんしますというのは一般会

計から持ち出しすことになるので、そこら辺の考え
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方がいいのかどうかということが今後の下水道会計

をどうするかということの中に含まれてくるとは思

うんですけど、そこら辺の確か 19 年度、20 年度、

そういうことで繰り入れして 11 億いくらという金

額は変わっていないと思うんですけど、そこら辺の

考え方があればお聞かせ願いたい。 

●角田委員長  建設課総括主幹。 

●小林建設課総括主幹  加藤委員の再生計画の策

定をどのように進めていくかということで、再生計

画の策定に当たっては財政の健全化のための改善が

必要と認められる事務の執行について、また個別外

部監査の実施が義務付けられており、10月から健全

化計画の策定に当たっても同様の措置が必要とされ

ておりますから、外部監査を受けるものであります。 

今現在、再生計画で計画しております料金の設定、

これは今値上げをしないような料金の設定で再生計

画を作っておりますが、それと起債の支払い、繰り

入れ額の決定、これからの修繕計画、これについて

は長寿命化計画を策定して国の補助金により修繕を

進めていこうという考えのもとでやっております。 

今、個別外部監査の実施の中身としましては、施

設維持管理に関するコストは適正規模か、調定事務、

収納事務の適正化が図れているのか、各種施設使用

料の設定は受益者負担の観点から適正かという、そ

ういうものについて公認会計士により監査を受け、

経営全般の健全化計画について策定を進めていくも

のであります。 

以上です。     

●角田委員長  加藤委員。 

●加藤委員  これからのことだと思うので、今、

論議をできないというか、今後の課題だと思います

ので、一般会計の繰り入れという問題も避けてとお

れないことだと思うんです。 

いろいろ努力してやむを得ない場合もあるでしょ

うし、だからといって受益者負担ということで料金

を収支とれるまで上げなさいということにもならな

いと思うので、その辺の絡みがあるんだと思います

し、今回は下水道上げましたと、上げたけども努力

して収支が伴わない部分は、今の状況の中で 11億以

上の赤字を増やすことにならないから、繰り入れす

るということですけど、繰り入れしても結局同じこ

とですね。一般会計の歳入から減っていくわけです

から。 

どちらにしても同じ問題だと思うんですけども、

繰り入れについて本当に努力して努力して、やむを

得ない状況で繰り入れするのはやぶさかではないと

思うんですけど、単に赤字だから繰り入れしますと

いう単純な計算ではないと思うんですけど、その辺

がちょっと気になっていたものですからお聞きしま

した。 

それと、次、市場会計よろしいですか。 

●角田委員長  はい。 

●加藤委員  19年度、20年度の推移を見て、私的

には今のところ施設の老朽化はあるでしょうけれど

も、あれ何年でしたか、見直しますということにな

っているんですけども、この 20年度の決算を見る中

でその必要性があるのかどうなのか、今の現状のま

まの状態でいいのかどうなのか。19年度、20年度の

決算を見ながら、今の段階で市場会計をどのように

考えたらいいのかというのが、もし考え方としてあ

ればお聞きしたいと思います。 

●角田委員長  総括主幹。 

●芝木再生推進室総括主幹  加藤委員の質問にお

答えします。 

市場会計の件でありますが、20年度決算において

は決算剰余が出て繰り越しも出ている状況でござい

ます。 

ただ、財政再建計画において市場会計を平成 23

年度で閉じるということにもなっておりますので、

今現在、財政再生計画を策定する中でこのあり方に

ついて精査して検討していく考えでございます。 

以上です。 

●角田委員長  加藤委員。 

●加藤委員  そうすると、財政再建計画の方針ど

おりということでなく、これまでの状況を見ながら

再生計画では検討するという理解をしてよろしいで
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すか。 

●角田委員長  推進室総括主幹。 

●芝木再生推進室総括主幹  再建計画で書かれて

いることをベースとしながら、いわゆる再建計画で

書かれている 23年度で会計を閉じるということは、

それ以上の一般会計からの負担を出せないという意

味で捉まえております。 

一般会計から負担を出させないということを前提

としながらも、そのあり方については検討していく

ということでございます。 

●角田委員長  よろしいですね。 

先ほど保留した答弁が市民課よりありますのでお

願いいたします。 

総括主幹。 

●木村市民課総括主幹  加藤委員のご質問にお答

えします。 

特定健診ですけども、市で契約している医療機関

以外での受診については受診率に反映されておりま

せん。 

ちなみに、契約している医療機関については市内

の友愛クリニックと診療所、農協で集団健診を実施

しています札幌厚生病院となっております。 

以上です。 

●角田委員長  加藤委員。 

●加藤委員  これは夕張だけの問題じゃないと思

うんですけど、夕張のように高齢化してほとんどの

人が病院にかかっている、大体の検査はしていると、

通常ここにいる方も大部分そうですけども。その

方々が健診する必要ないですね、わざわざ血取りに

行ったり、お腹の周りを測ったり。 

ただその場合に、その健診率に反映されないこと

になると、今後の問題でペナルティーが云々という

のはまだはっきり決まっているわけじゃないけど、

それは病気をして、病院にかかっている、健診する、

いずれにしても調べてから医療費には関係ないと思

うんですけど。 

その辺の部分にペナルティーのほうに関わってく

ると、これほかの健康なまちと高齢者の多いまちと

では健診率が全然違ってくるのかと思うんですけど、

その辺は話し合いの中でそれは問題だという話には

なってないのでしょうか。 

●角田委員長  市民課総括主幹。 

●木村市民課総括主幹  なるべく受診率向上を図

るために、受けやすい状況で集団健診に合わせるよ

うな形で受診をしてもらうことと、受診券につきま

しても広報でお知らせしまして、それを利用してい

ただければ低額の 1,000円で受診できる形で受診率

の向上を図っていきたいと考えておりますけども、

加藤委員の指摘されたことについては同様にちょっ

と今、考えてまして、来年以降、受診率を向上する

ために一番いい方法は何なのか、さらに検討してま

いりたいと思っています。 

●角田委員長  加藤委員。 

●加藤委員  市の担当で何ぼ努力してもしようが

ない話で、これは全国何だかかんだかとあると思う

ので、市長も行かれると思うので、ちょっとそこら

辺、諮っていただきたいと思うんですけど、病院か

かってすべての検査している人に健診においでとい

う必要がないと思うんです。 

私だって、全部受けているのに何であえて行かな

きゃならないのと言われると思うので、それでなく

て、健診を受けるためだけにする必要もないのでは

ないかと思うので。 

これは夕張だけの問題だけじゃないと思うので、 

どこかの場面でその辺の課題もあるのでなかろうか

と。特に 43パーセントの高齢化の夕張だからこそ言

える意見でないかと思いますので、どこかの場面で

よろしくお願いします。 

●角田委員長  それではほかに。 

高橋委員。 

●高橋委員  市有財産の活用についてお聞きして

おきたいんですけども、先般も議会の中で島田議員 

が質問した中身であります。 

今日は決算委員会でありますから、20年度の中で

の実績というか、取り組み状況といいましょうか、

そういう観点でお聞きしていこうと思うんですけど
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も、この間、質問した中でどうもちょっと私ども議

会が今まで聞いていた市有財産、特に学校跡地云々

の活用方法のあり方については、我々の認識と違っ

ていた部分があったのかという部分で改めてこの間

もちょっと質問、答弁を聞いて思っておりました。 

条例上の取り扱い云々もあったんでしょうし、確

か答弁の中で昨年 6月に何かということも触れられ

ていたと思うので、そういう中でちなみに昨年段階

で、平成 20年度ベース段階で特に学校の跡地含めて

市の有効活用的な部分で何か打診というか話という

か、前向きにそういったもののオファーっていうの

が来てなかったのでしょうか、そういう意味でちょ

っとお聞きしておきたいんですけれども。 

●角田委員長  総務課総括主幹。 

●三浦総務課総括主幹  既に閉校になっておりま

す例えば夕張中学校ですとか幌南小、中学校に対し

て企業等から活用できないかといって、視察という

か、状況を見に来た事例はいくつかございますが、

なかなか活用方法にあわないとかという理由で具体

的な進展には至った事例がないというのが現状でご

ざいます。 

●角田委員長  高橋委員。 

●高橋委員  今言ったとおり、我々もちょっと正

式に来たかどうか別としても、いくつかの企業なり

団体が特に学校跡地を活用したい云々の話は来てい

るのは聞いております。 

そういう中で、今言われたとおり活用方法として

あわない云々もあるのかも知れませんけども、基本

は我々も昨年、この間までの認識としては学校の跡

地なんかは起債云々が残っていたら結局は活用とし

ては使えない云々と認識をしていましたので、それ

がこの間の議会でまったく状況が違ったわけです。 

そういう観点でいくと、やはり我々は以前から言

っていたとおり、こういった市の活用方法というの

はいろんな観点でそれぞれの議員も含めて質問もし

てきたわけでありまして、それ自体が何を基準に、

じゃ逆に例えば今まで断ってきたものなのか、それ

とも使わせなかったものなのか、オファーがあって

も前向きに捉えられなかったのか、そういう部分を

ちょっとお聞かせいただきたいんです、この際。 

●角田委員長  総務課総括主幹。 

●三浦総務課総括主幹  本会議のご質問の中でも

お答えしているとおりですけれども、平成 20 年 6

月に文部科学省からの通達がありまして、一定程度

の規制の緩和がなされていることはお話申し上げた

とおりでございます。 

ただ、その中で規制として無償で補助金を返還せ

ずに、無償で貸与若しくは譲渡することはできると

いう規定にはなっておりますが、例えば具体的にこ

れを一歩進んで一企業なり収益をあげる利益目的の

企業が来た場合に、そういったことの無償貸与や譲

渡がいいのか悪いのか、あるいは基本的には市有財

産、普通財産は基本的には利益を生む、貸し付けた

り売却したりすることのできる市民の財産でござい

ますから、基本的には売却ということが第一の選択

肢に入ってございますので、それができない場合に

どういった形の利用の申し出があって、それを市と

してどう捉まえてどう活用していける方法があるの

かということについてはすぐに即答できる中身では

ございませんし、あるいは底地等の問題もあってで

きるできないという具体的な事例もあるので、どこ

の建物をどういった形でどういうふうに活用ができ

るのかといった具体的な事例もないとなかなか検討

が進まないという実態もございます。 

●角田委員長  高橋委員。 

●高橋委員  ちょっと逆に聞き方変えていきます

けど、各企業なり団体がそういう打診があったとき

に、そういう説明を逆にしているんですか。その当

時、当時。 

今の言ったような、例えば昨年 6月の段階で文部

科学省の規制緩和が解れている状況含めて、こうこ

うこうだから、今はこうなっているけども、だけど

今はこういう現実的に貸すのは難しいという、そう

いう意味での説明はしていますか。 

どうも私は、尐なくとも借りたいというそれは前

向きかどうか別としても、借りたい旨がある企業な
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り団体は、どうも一貫として我々と同じ認識だった

のは、特に学校跡地なんかは起債が残っているから

云々一点張り部分でのお断りという観点で聞いてる

ものですから、今言った総括主幹の意味合いの説明

というのは逆に昨年までの段階でオファーが来たと

きにしているのですか。 

●角田委員長  総務課総括主幹。 

●三浦総務課総括主幹  ご指摘になった件につい

ては、すべての来た方々に対してすべての 100パー

セントの説明をしていたかというと欠けている部分

もあったかと思います。 

ただ、前段でその無償貸付けなりというよりも、

市としてはでき得るならば売却なり有償貸付けなり

ということも考えてございましたので、その場合に

はいくらで貸し付けられるのか、あるいはいくらで

売却することが適切なのかといったことを鑑定評価

することが必要だということになっております。 

それで、その鑑定評価をするためにはああいった

大きな高額な施設ですと非常に大きな高額な費用が

これまたかかるということの説明をする中で、なか

なか市としても鑑定評価に対する予算を持ち合わせ

ておらず、具体的に進んでいないというのがこれま

での状況でございます。 

●角田委員長  高橋委員。 

●高橋委員  そうなっていくと、特に大きな建物、

いろいろ諸問題はあろうかと思います。 

ただ、相手先の部分に立っているかということが

大きな問題であって、特に当然売却なり有償で貸し

付けるというのが基本だと思います。 

しかしながら、その一方で鹿鳴館なんかは無償で

貸与しているわけです。そういう意味も考えていく

と、そういう部分も視野に入れたときに私が言いた

いのは、いかに使われていないこういった土地なり

建物、こういった物はどんどんどんどんやっぱり、

何でもかんでもとはならないですよ。だけど、ある

程度オファーが来たときに市として、担当としてど

こまで前向きに捉えているのかどうかということで

す。 

そのときの答え方一つでは全然相手に与える受け

入れ方というか、全然違ってきて、それならだめだ

となるだろうし、言い方一つで全然違ってくるんじ

ゃないかと思うんですけど、そういう意味での実績、

経過というのはどうなのかということでお聞きして

おきたいんですけど。 

●角田委員長  今、答弁調整いたします。 

尐し時間をいただきます。 

――――――――――――――――――――――― 

午後 ２時４６分  休憩 

午後 ２時４８分  再開 

――――――――――――――――――――――― 

●角田委員長  総務課総括主幹。 

●三浦総務課総括主幹  先ほどご答弁申し上げま

した、いくつか見に来られて現地をご案内して説明

したというのは数件ございましたが、それについて

は 1件を除いて平成 20年 6月以前に来られた、規制

が大幅に緩む前の話でございますので、無償での貸

し付け、貸与という話はしていないかと思います。 

平成 20年 6月以降に関しては 1件、夕中に対して

お問い合わせがございましたが、その際には規制が

緩和になった旨の中身もご説明はしてございます。 

●角田委員長  高橋委員。 

●高橋委員  この場ですべて解決できる問題では

ありませんし、今後にも市有地の財産の有効活用と

いう問題については再生計画にも大きく結びついて

いくものだと思いますから、今日の場だけではすべ

て終わるとは思ってないんですけども、問題はやは

り市の対忚としては本来積極的に、当然第 1定義は

売却なり有償で受けてもらえるところがあれば一番

いいのでしょうけども、なかなかそうでなければい

かに使用していただけるところの相手先が来たとき

に、市の対忚的な部分で積極的に働きかけていくと

いうのがひとつのこれからのまちづくりに向けた大

きな進め方だと私は思います。 

ましてや、ちょっと我々も認識違ったんですけど

も、昨年 6月に大幅な規制緩和をしているというこ

とであれば、なおさらそういった部分ではどんどん
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推進していく必要があるんじゃないかと思いますの

で、この辺は今後の再生計画、特にまちづくりの観

点に向けて積極的に働きかけていく、もしくは相手

が来たときにはどんどん前向きに捉えてくというよ

うな方向性でいっていただきたいと思いますので、

お願いをいたします。 

●角田委員長  はい、要望でよろしかったですね。 

はい、ほかに。 

加藤委員。 

●加藤委員  先ほど来から職員の人数の問題、副

市長ともちょっとやりとりしたと思うんですけども、

20 年度の市政執行方針で何点か職員に関わる部分

の話があるんですが、将来を担う職員を育てること

が肝要でありということでひとつ書いています。  

それで、20年度で職員の研修というのでしょうか、

どういう研修があるのかあれですけど、予算に伴っ

ての研修的なものがどうだったのか。 

それ以外に、確か市長が有名人たらおかしいです

けど、知識のある方を呼んで、市民と一緒に話を聞

くとか、20年度だったかどうかちょっと記憶にない

んですけど、何回かされたのは記憶にあるんですけ

ど、そこら辺の部分がひとつはどうだったのかとい

うことですけど。 

それと、これは 20年の 1月ですか、グループ制に

して 20 年度ずっとスタートしていったと思うんで

すけども、グループ制の有り様というのか効果とい

うのか、ちょっと私は本来グループ制というのは係

が尐なくなって、人がいなくなったからグループに

するのではなくて、横の連携を保とうということか

ら始まっているんだと思うんですけど、夕張の場合

は機能しなくなったといったらおかしいですが、係

に 1人しかいないとか、係長 1人とか係 1人とか、

そういう中ではなかなか係の仕事は難しいという形

で、横の連携を取るということでグループ制を取ら

ざるを得なかったのかと私思ってるんですけど、こ

のグループ制がどういう状況で、今後また係を分け

るなんていうことにはならないんでしょうけど、２0

年度含めてどう評価をしているのか、その 2点につ

いてまずお聞きたいと思います。 

●角田委員長  総務課長。 

●寺江総務課長  お答えをしますが、まず 1点目

の職員の研修制度の活用についてでございます。 

結論から申し上げますと、20年度で市が予算付け

を行って職員の資質向上等をにらんでそういう研修

制度を活用したという例はまずございません。 

今後、将来に向けて職員の資質向上、能力の向上

の部分については二通り考え方があると思うんです

が、まず一点は委員ご指摘のとおり研修制度を大い

に活用していくという方法も必要でしょうし、これ

には当然予算付けが伴います。この部分は検討を要

すると思います。 

もう一点は今、道をはじめ各自治体からの忚援派

遣職員が来ていただいております。この方々の能力

は非常に高いと私自身は思っているのですが、お互

いの職場の中でこういった職員から学び取る、そう

いう部分も非常に大きな部分であろうかと思います。

そういう派遣がある間に、そういう方々から学び取

る、あるいは状況認識してもらうという、お互いの

そういうメリットがあるのではないかと思っており

ます。 

次にグループ制の導入に関わっての効果でござい

ますが、これも以前お答えしたと思うのですが、率

直に申し上げてこの一気に半減した職員体制の中で

いかに尐数精鋭と申しますか、効率良い行政運営を

行っていくかという体制の問題においてグループ制

を導入したわけであります。これはまずやってみな

いとなかなかその効果というものも確認できないで

しょうし、まずやってみようということで取り入れ

た制度でございますが、これもご指摘のとおり、横

の連携といってもなかなか今の職員体制の中では自

分の持分の仕事に忙殺されているという状況の中で、

グループ制を導入した効果というのはなかなか実感

できるほどのものに挙がってはいないのではないか

と思っております。 

今後の職員の定数をどう設定していくかによって

その機構のあり方も当然考えていかなければならな
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いと思いますので、グーループ制の今後に向けての

考え方についてはもう尐し時間をいただいて検討し

ていく必要があるのではないかと考えてございます。 

以上でございます。 

●角田委員長  加藤委員。 

●加藤委員  これは一般質問で市長ともやりとり

をした職員の研修含めて予算が立てられて、ぜひ専

門的な技術なりほかの市町村との交流というのは非

常に大事なことだと思うんです。そうしていただき

たいというのがまず第一点ですけども、予算を伴う

ことですから、これも限りがあることだと思うので。 

先日、市長が職員の方を集めていろいろ話をされ

たということを聞いていますけれども、例えばその

ことも市の職員が自分の仕事だけでなく、行政全般

にわたって論議をしたり、それから市民の声を聞い

てその声を反映させる。これは議会だけじゃなくて

職員もできることでありますから、そういうことを

する。 

それから、違う人の職場の実態をいろいろやり取

りすることによって、夕張のこれから再生していく

計画を作るわけですから、計画ができた後、自分の

担当だけじゃなくて職員として、公務員としてやっ

ていくという必要があると思うので、そういう面で

資質を高める方法はいろいろな方法があるのでない

かと思うんです。 

経験を踏んだ人の話を聞くのもそうでしょうし、

たまたま私どももある大学の教授に来ていただいて、

行政とは何ぞやみたいな、議会とは何ぞやみたいな

のを研究した経過もありますけど、その方は夕張が

こういう状況ですからただで来てあげますというこ

とで、帰りメロン持って行ってもらいましたけども、

そういうこともできるのではないかと思いますし、

先ほど決算でしたか、文章で多くの人材に物心両面

にわたるご支援をいただいているというのも、一つ

はそういう意味でのお金を寄付するだけでない、そ

ういうご支援も、今夕張が頑張ろうとしているとき

に多くの方から忚援いただけるので、これは市長と

ぜひ議会とやりとりしたいんですけども、僕らもそ

ういう長けた人を呼んで私どもも職員も含めてそう

いう研修会みたいのをやれるのではないかと思いま

すので、これぜひとも今後市長とともにそういう機

会を持っていただいて、職員の仕事だけではないい

ろんな部分での資質を高めるという必要が、今後再

生に向けて必要ではないかと思いますので。 

これは要望としておきますし、先ほど総務課長か

ら言われました、これも前にもやり取りしましたけ

ど、多くの先進都市の人方が忚援に来ていただいて、

その自治体のノウハウを持っている方、中堅の方々

ですからできれば夕張から向こうに行って、向こう

から夕張に来ていただく交換が一番いいんだと思う

んです。勉強して帰って来ることを含めて。 

夕張は現実難しいでしょうから、忚援いただいて

いる方にいろんなノウハウ含めた支援を既にもうい

ろんな部分で新しい事業をやってますから、それを

うちの職員の人方が自分のものとしているとは思い

ますけど、そういうやりとりをぜひしていただきた

いと思います。 

グループ制にしてもただ横のつながりという部分

で言うと、先ほど言いましたとおり自分の仕事だけ

でなくてほかの仕事もわかり合えるという部分では

非常にいいことだと思うので、これは元に戻すとい

うことには基本的にならないのかと思いますし、そ

ういう現実の問題ではないと思いますので引き続き

いい効果が挙るように進めていただきたいと思いま

す。 

市長の市政執行方針の中にも、市民との協働だと

か企業誘致ということを謳っています。 

これにしても市長だけが、職員だけがやるもので

ないと思うので、市民の力をお借りするためにも行

政側がそのスタンバイっていうのでしょうか、そう

いうものを自分の仕事も含めてセッテングすること

が一番大事なのか。 

そのことによって、市民の多くの力を行政の中に

反映できると思いますので、ぜひそういう方向を今

後システム含めて考えていただきたいと思います。 

もし、市長の方からその辺について何かありまし
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たらお願いします。 

●角田委員長  市長。 

●藤倉市長  今、加藤委員ご指摘のとおりであり

ます。 

私もまったく同感で、やはり今大事なことは職員

がこれだけ尐なくなりまして、尐数精鋭、もちろん

適正人員を確保することは重要でありますけども。 

しかし、今の職員を含めて人材育成というか職員

の資質を高める。これは、私はやっぱり研修という

か、研修も会議体の研修とかオージエーテーとかい

ろいろありますけども、あらゆる機会を捉えて積極

的に職員研修ということに努めて人材育成っていう

のが将来の夕張の財産でもあると思いますので、あ

らゆる機会を捉えて積極的に研鑚、研修の機会を作

っていきたいと、このように思っております。 

●角田委員長  よろしいですか。ほかに。 

高橋委員。 

●高橋委員  時間も経過していますので、大綱的

な部分は私は最後にします。 

総括的な部分でちょっと最後お聞きしていきたい

と思っておりましたので、あえて最後に聞きますが、

冒頭、先ほど報告のまとめでも私触れさしてもらっ

たんですけども、特に執行体制の部分が触れられて

おります。 

今、加藤委員の方からも、たまたま職員体制の云々

の関係でも出ておりましたので、私もそういう観点

でお聞きしていきたいんですけれども、これはぜひ

とも市長に最後お聞きしていきたいと思っておりま

す。 

それでご承知のとおり、今回の決算というのは先

ほども言ったとおり再生計画そのものに基づく判断

基準になっていくわけでありますから、非常に重要

な決算委員会ということでありました。 

これに基づいて、いよいよこの再生計画という部

分に具体化されていく、そして先般も議会云々。こ

とあるごとに市長は、やはり職員の維持、機能体制

という部分、今、強化していかなきゃいけない。こ

れ以上行政サービス、市民サービスを低下してはい

けないということで、とにかく職員体制の部分を触

れられておりますし、強化していこうという考え、

懸案事項も含めて。 

今回、人件費の部分は相当ボリュームをかけてお

ります。 

そういう中で、まとめにもこうやって触れており

ますし、やはり私思うんですけど、再生計画に向け

ては特に今までもそうだったのですが、いろんな観

点で私もほかの議員さんも聞いてきたつもりですけ

ど、こういうまちづくりにしたい、こういう形づく

りをしていくために、だからこそこういう行政体制

が必要なんだ、こういう人数が必要なんだというこ

とを出さない限りは、ただ漠然と職員体制がどうこ

うといっても、これから市民に説明云々入っていっ

ても果して理解を得られるのかという部分が我々と

しては危惧しているとこでございますので、その辺

含めて市長にあえてこれからのまちづくりに向けて

のビジョン性ということ。 

今まで再三にわたってお聞きしてまいりましたけ

れども、やはりその辺の具体性を出して、そのため

に具体的行政維持のためにはこういう人数体制が必

要だというものを出していただかないとなかなか、

これからの再生計画へ向けた骨格作りもこれが根本

になるわけですから、この辺も今回の決算委員会の

中で市長の思いですとか、あるいは具体性の部分を

お持ちであれば、この場でお聞かせいただきたいと

思います。 

●角田委員長  市長 

●藤倉市長  議会答弁の中でも同様のご質問に対

して答弁いたしましたけれども、まさに高橋委員お

っしゃるように、新しいまちづくりをする根源とな

るエネルギーを背負って積極的に動くのは職員だと。 

適切な職員の数がなければ、今日も出ているいろ

んな問題もありますけども、市民サービスというの

はやっぱり思うとおりできないんだ。  

ですから、何としても新しい夕張づくりには職員

のエネルギーを活用したい。そして、市民にはただ

いまもお話あるように、夕張をどうするんだ。 
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そういう新しい夕張作りというものを示しながら、

その中にビジョンがいろいろあります。今回も話し

ました。議会の中でも言いましたけども、夕張を 6

ブロックにする中で、中心の都市機能を持たせるの

は清水沢地区である。この地区にひとつ都市機能を

持たせて、それを中心に住宅の集約化、また学校、

さらには医療、そういうものをもろもろ持った絵図

を市民の皆さんに、もちろん議会の皆さんには当然

ですけども、そういうものを示しながら、具体的な

ことを掲げながら説明、説得に当たっていきたいと、

そのように思っておりますし、今まさにその準備と

いいますか、その作業も進めているところでござい

ます。 

●角田委員  高橋委員。 

●高橋委員  今言ったとおり、今回のこの決算の

部分が実績にこれからの再生計画の部分のまず初段

階として判断比率になっていくわけでありますから、

本来であればこの数値的なものが決算に出ているの

で、それに基づいてしかるべき今後対忚していく。 

そして、特に先ほど質問した職員体制の維持も足

りない云々含めて、我々も当然このままではいいと

思っておりません。 

しかしながら、これから本格的に具体化していく

ときに、特に市民に理解を得るために、ほかの市町

村に理解してもらうためには財政再建ゆえの苦しみ

というのは当然乗り越えていかなければいけないん

ですけれども、どう理解させていくためにはもう尐

し数値的には市長として、行政として具体性を示し

ていかなければいけないのではないかと。 

それが、今回の決算委員会につながる部分になっ

ていくんではないのかと思うんですけども、いかが

でしょうか。 

●角田委員長  市長 

●藤倉市長  再度お答えいたしますけども、まさ

に委員がおっしゃるとおり、新しいまちづくりビジ

ョンをより具体的に示す中で、市民の皆様の了解を

得ながら今度の新しい再生計画に取り組んでいくと、

こういうことはまことに前提でありますので、その

ような動きにしてまいります。 

●角田委員長  よろしいですか。 

高橋委員。 

●高橋委員  わかりました。 

いずれにしても今日の決算委員会の大綱的な部分、

私は終えますけれども、本格的にこれから再生計画

に向けて、本格的というかもう実質的には目前と迫

ってきているわけですから、ある程度の骨格、先ほ

ど来から言った具体性含めて、本来なら見えてこな

ければいけない部分。 

だけど、なかなか作業過程、ましてや政権も含め

て今変わられている状況もあるので、いろんな部分、

そこには時代背景はありますけれども、そろそろ本

当に具体性を持った部分の根拠も含めて示していか

ないと、到底来年以降からの再生計画に向けては本

当にどうなのかという部分の心配な時期にさしかか

ってきているのかなと思いますので、そうは言えど

も今年度中に作成していかなければいけない大きな

作業でありますから、今後の委員会なり 12月議会も

ありますので、そういった中で最終的に我々として

も議会としてどういう主張をしていかなければいけ

ないか、また一体として取り組むべきは一体として

取り組むという観点で議論していきたいと思います

ので、最後にそれを添えていきたいと思います。お

願いします。 

●角田委員  ほかにございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

はい、それでは説明に対する質問並びに大綱的な

質疑につきましてはこれで終了いたします。 

――――――――――――――――――――――― 

●角田委員長  それでは、決算書の一般会計の歳

出より審査してまいりたいと思います。 

 2ページから32ページまでの間には各会計の決算

状況が記載されておりますが、款・項のみでありま

すので、事項別明細書によって審査してまいります。 

 86ページをお開き願います。 

 1款議会費、87ページまでであります。 

   〔発言する者なし〕 
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 2款総務費、88ページから 100ページまでであり

ます。 

 高橋委員。 

●高橋委員  総務費のちょっとお聞かせいただく

だけで結構ですけども、損害賠償金で 470万あがっ

ているんですけど、これは何の部分でしたか。90ペ

ージの 22節かな。補償補填及び賠償金というとこで、

損害賠償金 470万あげられているんですけども、こ

の部分の内訳といいましょうか、何の部分だったか

と思いまして。 

●角田委員長  総務課長。 

●寺江総務課長  過去にさかのぼった話になるの

ですが、当時、市立総合病院の職員が公務出張中に

札幌で交通事故を起こしまして、その際に起きた人

身の部分の損害賠償ということであります。 

●角田委員長  よろしいですか。 

2款総務費、88ページから 100ページまでは以上

でよろしいですか。 

島田委員。 

●島田委員  92 ページの 04 企画費なんですが、

先ほども除雪機購入 250万予算あったと思うのです

が、除雪機車庫設置工事とありますが、この辺はど

ういう内訳になっているのでしょうか。 

●角田委員長  再生推進室総括主幹。 

●芝木再生推進室総括主幹  島田委員の質問にお

答えします。 

92ページ、工事請負費、除雪機車庫設置工事、除

雪機の 188万 9,874円、それから除雪機付帯品、以

上含めて補助対象経費すべてで 250万ということで、

それがコミュニティー助成金の補助経費として満額

助成を受けております。 

●角田委員長  島田委員。 

●島田委員  予算書では車庫を建てるというあれ

は載ってなかったと思いまして。 

除雪機が安く買えたのでついでに車庫を建てたの

かと、そんな感じがするのですが、その辺どうなん

でしょうか。 

●角田委員長  総括主幹。 

●芝木再生推進室総括主幹  除雪機の車庫につき

ましては南支所に置く分でございまして、当初、南

支所の所へ置くスペースを確保していたはずだった

んですけども、ちょっと別の物を置く形になりまし

たので、急きょ車庫を設置したということになって

おります。 

●角田委員長  よろしいですか。 

総括主幹。 

●芝木再生推進室総括主幹  ちょっと言葉が足り

なかったんですけど、当初予算で 250万、備品購入

費に計上している中で流用という形にしております。 

車庫設置工事については。 

●角田委員長  島田委員。 

●島田委員 宝くじの制度的には、流用して問題は

ないということでよろしいですか。 

●角田委員長  総括主幹。 

●芝木再生推進室総括主幹  問題ございません。

担当者とも打ち合わせ済みでございます。 

●角田委員長  よろしいですか。 

それでは、88ページから 100ページまでの間でほ

かにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

はい、3款民生費。101ページから111ページまで。 

 高橋委員。 

●高橋委員  111ページの 20節扶助費かな、生活

扶助等給付費 5億 6,700万あがっているんですけど

も、これ生活保護云々の対象者の部分でしょうけれ

ど、これちょっと何件というか何名というか、その

部分と、「等」というのはほかにも何かここに加えら

れているのか、その部分ちょっとお聞かせいただき

たいと思います。 

●角田委員長  福祉課長。 

●池下福祉課長  高橋委員のご質問にお答えしま

す。 

生活扶助費等というのは生活扶助、住宅扶助、教

育扶助、介護扶助等と、いろいろあるものですから、

表現は生活扶助等となっています。 

生活保護受給世帯ですけれども、世帯数で 20年度
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の平均で 233世帯、302名となっております。 

●角田委員長  よろしいですか。   

ほかに 101ページから 111ページの間でございま

すか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

はい、4款衛生費。112ページから118ページまで。 

   〔発言する者なし〕 

 5款労働費、119ページ。 

   〔発言する者なし〕 

 6款農林業費、120ページから 121ページまで。 

   〔発言する者なし〕 

 7款商工費、122ページから 123ページまで。 

   〔発言する者なし〕 

 8款土木費、124ページから 130ページまで。 

 高橋委員。 

●高橋委員  127 ページ、土木費の公園費で委託

料の部分ですね、あがっているんですけども、これ

滝の上公園管理委託料はわかります。 

その他の公園管理委託料というのは、どこのこと

を指して。丁未風致公園のことかな。詳細について

教えてください。 

●角田委員長  建設課主幹。 

●熊谷建設課主幹  ただいまのご質問ですけども、

その他の公園管理委託料 271万 1,306円に対しまし

ては、石炭の歴史村公園管理委託料 178万円、丁未

風致公園管理委託業務が 93万 1,306円、2公園部分

でその他公園ということで計上しております。 

●角田委員長  高橋委員。 

●高橋委員  去年だったですか、去年の決算委員

会でもちょっと聞いたんですけども、丁未風致公園

の部分の管理体制といいましょうか、いわゆる営業

はしてないんですけれども、基本的に何と言うかい

わゆる万宇線が通っている関係もあるから、まった

く通らないということにもならないので、そういう

ための維持管理にある程度かけていかなければいけ

ないものなのか。 

実質、トイレたってどれくらい使用率があるのか

というと、なかなかそこも微妙な部分もあるし、こ

の辺の委託管理というのはいつぐらいまで、どうい

う形で続けていこうとしているのか、その辺ちょっ

ともしあれでしたらお聞かせいただきたいんですけ

れども。 

●角田委員長  建設課長。 

●細川建設課長  高橋委員のご質問ですけども、

丁未風致公園、観光夕張のはしりの公園で、市民の

方に非常になじみの深い公園です。 

当時、風美丁の指定管理返上の中で、その扱いに

ついても議会の方から議論がございました。 

そういう中で最低限、非常にあそこは正面に夕張

岳も見えて非常にすがすがしい場所でもあるし、そ

して岩見沢から夕張に向けて夕岩線、途中でトイレ

もないと。そういう中で、今後も基本的には最低限

広場の部分だけ維持していきますと、そういう中で

ご返事して継続しているという実態がございます。 

今のところ、今後も風美丁の活用がされて、さら

に利用が促進されればいいんでしょうけども、現状

そういう状況ではありませんけども、維持について

は今後も継続していきたいと、そういうふうに考え

ております。 

●角田委員長  高橋委員。 

●高橋委員  これちょっとなぜ聞いたかというと、

去年の同じ決算委員会でもこの中身触れてるんです。 

それで、確かに以前は指定管理云々の話もあった

けど、実質的には大変厳しい今、状況でしょうし、

そういう中で今後、去年も同じような質問を実はし

ています。 

その中で、今後の市として市全体の論議の中で考

えていかなければいけない問題だと思うし、これは

要望しておきますということで昨年言った中身なん

です。 

だから、昨年その要望をした中であえて１年経っ

た中でどういう判断をされているのかという観点で

ちょっとお聞きしたけども、どうですか。 

●角田委員長  建設課長。 

●細川建設課長  先ほども申し上げましたけど、

現状、今後も風致公園の広場の部分、駐車場から風
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美丁にかけての広場の部分、トイレについては今年

度同様、維持していく考え方で予算を計上していき

たいと思っております。 

●角田委員長  よろしいですか。 

高橋委員。 

●高橋委員  ちょっとページ数で追っててるから

あれですけども、決算報告書のほうでも各項目にわ

たってそれぞれ事業名出されていますね。 

こちらのほうでは、平成 20年度決算額で公園管理、

都市公園の維持管理経費の決算ベースで 720万あが

っているんですけども、ちょっとページ数からはは

ずれるんだけど、同じ項目に当てはまってくると思

うので、これはどこに入ってきます、こちらの決算

書でいくと。 

●角田委員長  今の部分、もう一度ページ指定し

ていただけますか。 

●高橋委員  ちょっとはずれますけど、夕張市の

各会計決算報告書ありますね。水道事業会計除く部

分の。 

こちらのほうでの決算ベースでは、土木費の中で

公園管理、都市公園の維持管理経費として 720万、

723 万 4,000 円あがっているんです。こちらのほう

の決算書の部分ではちょっと私の認識があれだった

ら申しわけないですけど、本来公園管理費だから公

園費の中でどっかであがってくるのかと見てたんだ

けど、ちょっと何かに一緒にされてたらどこに入っ

ているものなのか。その部分をお聞かせいただきた

いということです。 

●角田委員長  建設課主幹。 

●熊谷建設課主幹  この中の 723万 4,000円の内

訳ですけども、公園管理の中で全体的な公園管理予

算にダブっている部分がありますので、項目を読み

上げます。 

消耗品、燃料費、光熱水費、修繕料、手数料、そ

の他公園管理委託料、土地借料、公園整備工事、修

繕資材合わせて 723万 4,000円の内訳になります。 

●角田委員長  高橋委員。 

●高橋委員  決算書の部分でいくと、委託料のほ

うの支出済額の部分の。それでも合わないか、数字

が。やっぱり合わないな。 

逆に、どこに入ってくるんでしょう、決算書でい

ったら。この区分の中でいったらということになら

ないの。それとも、もう分散しちゃっているという

ことで。 

●角田委員長  推進室長。 

●石原地域再生推進室長  私の方からちょっとお

答えします。 

今、決算書をやるのは委託料の項目ということで、

滝の上247万8,000円の、その他271万1,000円と、

こういうことになっていますけども、報告書の事業

別のものにつきましては、そのほかの委託料以外の

例えば消耗品だとか、原材料費だとかというのを

様々入った項目の合計がここの決算額ということに

なっていますので、委託料というのは公園管理 13

番の 723万 4,000円でいけば、このうち委託料とし

てここにある額ということなので合ってはいかない

んです。全部足しこんでいかないと。各節の項目を

ということで。 

●角田委員長  高橋委員。 

●高橋委員  ちょっと聞きますけど、こっちのほ

うでは公園管理費としてあげげていますね。 

今、分散しているとういうことだから、都市公園

の維持管理経費費であげているんだけども、逆に都

市公園の維持管理経費っていうのはどこのことを指

してるんですか。 

●角田委員長  建設課長。 

●細川建設課長  滝の上公園は別予算になってい

ますので、それ以外の都市公園になると丁未もそう

なっていますし、歴史村もそうですし、極端な話、

ふれあいだとか、実際は管理を行っていませんけど。 

あとは水郷公園、以下都市公園もろもろという形

になります。 

●角田委員長  高橋委員。 

●高橋委員  今、いみじくも課長言ったとおり、

都市公園の位置付けの分は僕も何となくここ、ここ

というイメージは付いてたんです。 
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しかし、今言ったとおり実際管理されてない部分

もあるだろうし、多分こちらであげられているのは

僕も想像つくに、やはり丁未風致公園の部分が大き

いのかと思うんです。それ全部とは言わないけれど

も、やはり丁未風致公園に係る部分の経費が大きい

のかなと。 

それで、先ほど一番最初に聞いたのは、その他の

公園管理委託費で 270万あげられてます、こちらの

純粋な決算書で。その内訳は、丁未風致公園でさっ

き何ぼ、金額言いましたね。だからそんな数字だっ

たかというか、それぐらいしか逆に言うとかけてな

いのかという部分の矛盾もあったものですから、そ

ういう観点でちょっと聞いたんですけども、その辺

の逆に言うと内訳はこれ出ないのですか、都市公園

の維持管理経費ということで。 

●角田委員長  時間が必要ですか。 

若干時間があればできるということなので、尐々

お待ちく下さい。 

――――――――――――――――――――――― 

午後３時２８分  休憩 

午後３時３５分  再開 

――――――――――――――――――――――― 

●角田委員長  それでは、答弁調整ができた模様

でありますので、答弁をお願いしたいと思います。 

建設課主幹。 

●熊谷建設課主幹  先ほどありました決算報告書

の土木費 13番公園管理費 723万 4,000 円、14番滝

の上公園管理費 337万 6,000円、15番公共用地取得

で 1,097 万円、これを 3 つ足しますと、公園費の

2,157万 9,692円になります。 

その他の公園の中で、丁未風致公園に係る経費で

すけども、丁未風致公園に係る経費につきましては

手数料及び委託料の中で 93万 9,226円になります。 

丁未風致公園の内訳につきましては、手数料でし

尿処理手数料 7,920円、丁未風致公園園内の管理 80

万 150円、電気の保安施設に係る経費につきまして

12万 8,050円であります。 

●角田委員長  高橋委員。 

●高橋委員  ちょっと聞いた質問と答弁がかみ合

わないと思うんですけども、いわゆるこちらのほう

へのっかっている 723万という部分の中の今、93万

何がしだというのはここからの部分の手数料という

ことでのお考えですね。ですよね。いいですね、ま

ず。 

そうしたら、そのほかの部分はどういう部分に充

てられているのですかということ。その他の都市公

園という部分では、ちなみにどういう所あるんです

かということをちょっとお聞きしたいんです。 

●角田委員長  建設課主幹。 

●熊谷建設課主幹  その他の公園につきましては、

歴史村公園、水郷公園、本町ふれあい公園、平和公

園、清水沢中央公園、清水沢宮前公園、沼の沢交通

公園等、各 17カ所の都市公園の草刈り及び燃料代で

す。 

●角田委員長  高橋委員。 

●高橋委員  わかりました。 

その 17カ所の都市公園の維持管理経費として、こ

ちらであげられている決算報告書の中の内訳として

は 723万ですということですね、まずは。ですよね。

わかりました。 

それで今、17カ所、主に草刈り云々もそうでしょ

うけども、こちらのほうですぐわかるとこでいった

ら、例えば水郷公園なんか云々ですけども、実際管

理してるんですか、年間の部分で。 

毎日、私達も通るんだけれども、今、水郷公園っ

ていうのも中に入っていたんだけども、実際逆に言

うと水郷公園に年間、これだけでいいんですけども、

水郷公園なんか年間どれくらいかけているんですか。 

●角田委員長  建設課主幹。 

●熊谷建設課主幹  水郷公園だとか本町のふれあ

い公園等ですけども、いろいろな直営による草刈り

及びサポートセンターに手伝いをいただいて、年 2

回から 3回の草刈りを行っております。 

金額的には燃料代だとか消耗品、草刈りの損料等

になりますので、全体一括で買いますので、そこに

いくらかかったというのは個々には出ないんですけ
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ども、そのような草刈り、最低各 17カ所の公園で 2

カ所程度、2 カ所から 3 カ所の草刈り及び地域の町

内会さんのお手伝いもいただきながらそのような管

理をしております。 

●角田委員長  高橋委員。 

●高橋委員  ちょっとね、こだわるわけじゃない

ですけど、言葉尻をつかまえるわけではないですけ

ど、地域のお手伝い云々というと基本的にボランテ

ィアでやっているわけでしょうし、本来はこういう

部分は今、決算ですから、本来ここにはこうでこう

でと、本当は明確に出てこなければいけないのでな

いのかと思います。 

ただ、今言うとおり軽油ですとか、そういう部分

についてはまとめて買うから、1 カ所に実際何ぼか

かっているかなかなか把握できない部分はあるにし

ても、だいたい 17カ所なら 17カ所の都市公園につ

いては、年間水郷公園なら何ぼ予算をかけてる、そ

してふれあい公園には何ぼかけてるとか、こういう

予算があって決算がしかるべきでないかという部分

で、僕もちょっと今、これ質問した中でこんなに正

直言って答弁になぜかかるのかという部分、今思っ

たんです。こんなに正直いって問題になるものなの

かと思った。 

ぱっと、款、項、目の質問ですから普通に質問し

てすぐある程度答弁が出るものなのかと、押さえて

るのかと思ったんですけども、その辺は逆にそれこ

そ公園管理じゃないけど、住宅としての管理体制ど

うですか。住宅じゃないや、土木としての。 

●角田委員長  建設課長。 

●細川建設課長  今、高橋委員の方から非常に厳

しいお話をいただいていますが、うちの方としても

できる限りお金を使わないようにという中で直営を

利用したり、サポートにお願いしたりという形の中

で極力経費をかけないようにと、日々うちの職員も

努力しております。 

そういう中で、実際、直営だとかで燃料費しか出

てこない状況ですから、それを 1カ所当たりいくら

というのは非常に厳しい部分がございますので、そ

の辺はご理解いただきいたいと、よろしくお願いし

たいと思います。 

●角田委員長  はい。それでは、土木費につきま

してはほかにございませんか。 

島田委員。ページ数言って下さい。 

●島田委員  はい、128ページお願いします。 

住宅管理費の委託料で市営住宅明渡訴訟業務委託

料、当初予算 230万円ほどだと思ってたんですが、

裁判費用勝っても負けても変わらないと聞いてたん

ですが、この辺どうなんでしょうか。 

●角田委員長  主幹。 

●佐藤建設課主幹  はい、島田委員の質問にお答

えします。 

当初予算 230 万のうち、3 件の訴訟を提訴いたし

まして、そのうち 2件が強制の明け渡しではなくて、

自主的な明け渡しを最終的にされたと。 

裁判所の方からの強制明け渡しではなくて、自主

的に出て行ったと、そういうことで最終的な費用が

かからなかった部分が 2件と、あと 1件については

和解が成立しましたので、その分で必要予算が 55

万 7,570円で済んだということでございます。 

●角田委員長  よろしいですか。はい。 

土木費ほかにございますか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

はい、なければ 9 款消防費。131 ページから 134

ページまで。 

正木委員。 

●正木委員  134ページの除雪委託料136万7,035

円となっているんですけども、どの辺の除雪委託料

なのか。 

●角田委員長  課長。 

●田中管理課長  質問にお答えいたします。 

職員の体制等がございまして、除雪委託料をシル

バーセンターの方に委託しております。 

内訳としましては福住、本町地区、清水沢、南清

水沢等々ございまして、防火水槽で 100基、消火栓

で 142基、また分団詰所の関係で 3カ所と、このよ

うな形の中で委託契約を結んでおります。 
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以上です。 

●角田委員長  よろしいですか。 

正木委員。 

●正木委員  道路に関しては、市なり国なり道が

やっているわけで、消火栓と水槽は全部シルバーに

委託しているということでよろしいですか。 

●角田委員長  課長。 

●田中管理課長  そのとおりでございます。 

以上です。 

●角田委員長  よろしいですか。はい。 

消防費ほかにございませんか。 

  〔発言する者なし〕 

 10款教育費、135ページから 147ページ。 

   〔発言する者なし〕 

 11款公債費、148ページ。 

   〔発言する者なし〕 

 12款諸支出金、149ページ。 

   〔発言する者なし〕 

 13款繰上充用金、150ページ。 

   〔発言する者なし〕 

 以上で歳出が終わりましたので、次に歳入に入り

ます。 

 41ページをお開き願います。 

 1款市税、43ページまでであります。 

   〔発言する者なし〕 

 2款地方譲与税、44ページ。 

   〔発言する者なし〕 

 3款利子割交付金、45ページ。 

   〔発言する者なし〕 

 4款配当割交付金、46ページ。 

   〔発言する者なし〕 

 5款株式等譲渡所得割交付金、47ページ。 

   〔発言する者なし〕 

 6款地方消費税交付金、48ページ。 

   〔発言する者なし〕 

 7款自動車取得税交付金、49ページ。 

   〔発言する者なし〕 

 8款地方特例交付金、50ページ。 

   〔発言する者なし〕 

 9款地方交付税、51ページ。 

   〔発言する者なし〕 

 10款交通安全対策特別交付金、52ページ。 

   〔発言する者なし〕 

 11款分担金及び負担金、53ページ。 

   〔発言する者なし〕 

 12款使用料及び手数料、54ページから 59ページ

まで。 

   〔発言する者なし〕 

 13款国庫支出金、60ページから 64ページまで。 

   〔発言する者なし〕 

 14款道支出金、65ページから 71ページまで。 

   〔発言する者なし〕 

 15款財産収入、72ページから 73ページまで。 

   〔発言する者なし〕 

 16款寄附金、74ページ。 

   〔発言する者なし〕 

 17款繰入金、75ページから 76ページまで。 

   〔発言する者なし〕 

 18款諸収入、77ページから 82ページまで。 

   〔発言する者なし〕 

 19款市債、83ページ。 

   〔発言する者なし〕 

 次に、151ページをお開き願います。 

このページには実質収支に関する調書が、また

152 ページから 153 ページの間には職員手当等の内

訳が記載されておりますので、ご覧願います。 

――――――――――――――――――――――― 

 次に、国民健康保険事業会計に入ります。 

 171ページをお開き願います。 

このページから 185ページまで、歳出であります。 

   〔発言する者なし〕 

 以上で歳出が終わりましたので、歳入に入ります。 

156ページから 168ページまでであります。 

   〔発言する者なし〕 

 以上で歳入が終わりましたので、186 ページをお

開き願います。 
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このページには実質収支に関する調書並びに職員

手当等の内訳が記載されておりますので、ご覧願い

ます。 

――――――――――――――――――――――― 

 次に、市場事業会計に入ります。 

 194ページをお開き願います。 

このページから 195ページまで、歳出であります。 

   〔発言する者なし〕 

 以上で歳出が終わりましたので、歳入に入ります。 

189ページから 191ページまでであります。 

   〔発言する者なし〕 

 以上で歳入が終わりましたので、196 ページをお

開き願います。 

このページには実質収支に関する調書が記載され

ておりますので、ご覧願います。 

――――――――――――――――――――――― 

 次に、老人保健医療事業会計に入ります。 

 207ページをお開き願います。 

このページから 210ページまで、歳出であります。 

   〔発言する者なし〕 

 以上で歳出が終わりましたので、歳入に入ります。 

199ページから 204ページまでであります。 

   〔発言する者なし〕 

 以上で歳入が終わりましたので、211 ページをお

開き願います。 

このページには実質収支に関する調書が記載され

ておりますので、ご覧願います。 

――――――――――――――――――――――― 

 次に、公共下水道事業会計に入ります。 

 222ページをお開き願います。 

このページから 227ページまで、歳出であります。 

   〔発言する者なし〕 

 以上で歳出が終わりましたので、歳入に入ります。 

214ページから 219ページまでであります。 

   〔発言する者なし〕 

 以上で歳入が終わりましたので、228 ページをお

開き願います。 

このページには実質収支に関する調書並びに職員

手当等の内訳が記載されておりますので、ご覧願い

ます。 

――――――――――――――――――――――― 

 次に、介護保険事業会計に入ります。 

 243ページをお開き願います。 

このページから 256ページまで、歳出であります。 

   〔発言する者なし〕 

 以上で歳出が終わりましたので、歳入に入ります。 

231ページから 240ページまでであります。 

   〔発言する者なし〕 

 以上で歳入が終わりましたので、257 ページをお

開き願います。 

このページには実質収支に関する調書並びに職員

手当等の内訳が記載されておりますので、ご覧願い

ます。 

――――――――――――――――――――――― 

 次に、診療所事業会計に入ります。 

 265ページをお開き願います。 

このページから 266ページまで、歳出であります。 

   〔発言する者なし〕 

 以上で歳出が終わりましたので、歳入に入ります。 

260ページから 262ページまでであります。 

●角田委員長  高橋委員。 

●高橋委員  決算委員会のほうで以前も聞いてい

るんですけれども、物品の売払収入です。 

261ページ、財産収入のとこで物品の売り払い代 8

万 8,000円計上であがっているんですけども、確か

昨年の委員会か何かでは当時 440万何がしの数字が

出て、その数字以降、この部分触れていないもので

すから、この際この物品の扱いについて、特に当時

薬の問題ですね、引き継ぎの関係があって。 

これが最終的にどういうふうに解決になっている

のかどうか含めてお聞かせいただきたいと思います。 

●角田委員長  推進室長。 

●石原地域再生推進室長  ただいまのご質問です

けども、この収入額につきましては委員ご承知のと

おり、平成 20年 3月 3１日付けの市と指定管理者と

の間で交わされた覚書、これにより診療所が院外で
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の調剤を開始するまでの間において、この間旧市立

総合病院が調達した医薬品を使用した額、これが先

ほど委員が言っております 443万 8,911円というこ

とになります。 

この額につきまして、法人の使用料支払計画書に

基づきまして計画的に収納しているものであります。 

計画の内容につきましては、平成19年度15万円、

21 年度以降におきましては計画最終の平成 24 年 9

月まで毎月 10万円ずつ納付するということで、今回

の平成 20 年度につきましてはその残りといいます

か、8 万 8,911 円、これがここにあたっているとい

うことになります。 

以上でございます。 

●角田委員長  高橋委員。 

●高橋委員  それでね、薬という、物が物だけに

前畑山室長の時代だったんですけども、ちょっとや

り取りしてるんですが、物が物だけに取り扱いにつ

いては十分検討していかなければいけないと。 

特に、その中に廃棄した部分というのはあるので

すか。その辺の取り扱いについてはどうですか。    

●角田委員長  推進室長。 

●石原地域再生推進室長  お答えします。 

残りの分についての廃棄等につきましては、覚書

によりまして指定管理者の方で、市が処理できるも

のではないのでそちらの方で使えるものについては

引き続き使って、期限の切れたものについては廃棄

をしてもらうようにという覚書の内容に基づいてや

っていただいていると思っております。 

確認等は行っておりません、それ以降。 

●角田委員長  高橋委員。 

●高橋委員  大きな部分だと思うんですけども、

当時こう言ってるんです。 

次の取り扱いについては、北海道なりとも協議を

しながら、その法律の扱いをみながら廃棄すること

にしていきたいと。物が物だけにということですか

ら。 

それでですね、廃棄された部分であるとするなら

ば、どういう処理のし方をされているのか。 

その辺は報告云々というよりも、市としてもきち

んとした対忚していると思うんですけれども、その

辺はどうなっているのか、ちょっとお聞かせいただ

きたいんです。 

●角田委員長  推進室長。 

●石原地域再生推進室長  お答えします。 

覚書の内容におきましても、指定管理者からの報

告義務、またはこちらの立ち入り検査等という内容

というか規定になっておりません。 

しかしながら、今言われたようにその後どうなっ

たのか、どういう廃棄の処分をしたのかというのは

市としてもやはり知っておくべきという考え方は持

っておりますが、今現在についてはどうあったのか

ということは承知しておりません。 

●角田委員長  高橋委員。 

●高橋委員  今日、この場でやり取りしてもきっ

と答え出ないですから、市としては把握しておくべ

きだと思うんです。この分については。 

以前から、診療所の部分については公的という部

分でも謳われているわけですし、ましてや以前の市

立病院時代の引き継ぎの部分のそういった薬という

部分でも、市もまったく知らないというわけにもな

らないわけですから、何ぼ覚書云々したと言えども

その辺の把握というのは必要なのかと思いますし、

当時議論した過程の中には、物が物だけにただ単の

廃棄ということにはならないということを当時の室

長が言われているわけですから、その辺は道なりと

も含めてどういうふうに協議をして、どういうふう

に廃棄をしたか、次回以降の委員会で結構ですので、

その辺をちょっとお示しいただければと思いますの

で。これは要望としてお願いします。 

●角田委員長  推進室長。 

●石原地域再生推進室長  次回の常任委員会に、

できればそこで報告さしていただくということでご

理解願います。 

●角田委員長  よろしくお願いします。 

ほかに。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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以上で歳出が終わりましたので、歳入に入ります。 

260ページから 262ページまでであります。 

〔発言する者なし〕 

 以上で歳入が終わりましたので、267 ページをお

開き願います。 

このページには実質収支に関する調書が記載され

ておりますので、ご覧願います。 

――――――――――――――――――――――― 

 次に、後期高齢者医療事業会計に入ります。 

277ページをお開き願います。 

このページから 280ページまで、歳出であります。 

〔発言する者なし〕 

以上で歳出が終わりましたので、歳入に入ります。 

270ページから 274ページまでであります。 

〔発言する者なし〕 

 以上で歳入が終わりましたので、281 ページをお

開き願います。 

このページには実質収支に関する調書並びに職員

手当等の内訳が記載されておりますので、ご覧願い

ます。 

――――――――――――――――――――――― 

●角田委員長  次に、水道事業会計について一括

して審査に入ります。 

〔発言する者なし〕 

―――――――――――――――――――――――

●角田委員長  以上で決算書の審査がすべて終わ

りましたので、これより証書類の審査を行います。 

それでは、これより準備をいたしますので、各委

員の皆様は控室に戻られ、準備終了次第、事務局よ

り案内させていただきます。 

準備に入りますので、控室の方で暫時休憩いたし

ます。 

――――――――――――――――――――――― 

午後 ４時 ４分  休憩 

午後 ４時１７分  再開 

――――――――――――――――――――――― 

●角田委員長  準備が整いましたので会議を再開

いたします。 

これより証書類の審査に入ります。 

先ほど正木委員に対する質問で答弁がございます

ので市民課長より発言を許します。 

市民課長。 

●天野市民課長  先ほど正木委員からご質問があ

りましたごみ袋の件でありますけども、平成 21年 3

月末現在のごみ袋の在庫であります。 

10 リットルで 37 万 1,000 枚、20 リットルで 26

万 9,500枚、40リットルで 21万 1,500枚。 

それで、20年度ごみ袋売上手数料でありますけど

も、20リットルで 8万 9,110 枚、20リットルで 28

万 9,080枚、40リットルで 119万 9,695枚販売して

おります。金額にいたしますと 2,932万 1,000円で

あります。 

袋の製作でありますけど、20年度 10リットル 50

万枚、20リットル 50万枚、金額で 430万 5,000円

となっております。 

また、販売に伴う販売委託料でありますけども、

決算書では 124万 656円となっておりまして、袋分

だけでありますと 87万 9,630円となっております。  

以上でございます。 

●角田委員長  よろしいですか。はい。 

それでは、これより書類審査に入ります。 

この審査の時間は 20 分程度とすることにいたし

たいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

では、そのように決定してまいります。それでは直

ちに審査に入ります。 

〔証書の審査〕 

書類審査につきまして何か質問、意見等ありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

――――――――――――――――――――――― 

●角田委員長  以上ですべての審査が終わりまし

たので、直ちに審査結果の取りまとめに入ります。 

本会議に報告する委員長の口頭並びに文書報告の

文案につきましては、正副委員長にご一任願いたい

と存じますが、いかがでしょうか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

異議がありませんので、正副委員長にご一任願いま

す。 

なお、委員長の口頭並びに文書報告につきまして

は、この会議の全文が会議録に登載されております

ので、結果のみの報告とすることとしておりますの

で、あらかじめお含みおき願います。 

――――――――――――――――――――――― 

●角田委員長  次に、採決を行います。 

認定第 1号ないし第 9号の 9案件については、こ

れを認定すべきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

異議がありませんので、本 9案件につきましては全

会一致をもって、いずれもこれを認定すべきものと

決定してまいります。 

以上ですべて終了いたしましたので、これをもっ

て本委員会を閉じます。 

お疲れさまでした。 

――――――――――――――――――――――― 

午後 ４時２０分 閉会 
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